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174

C
S
R
と
情
報
倫
理

竹　

井　
　

潔

1
．
は
じ
め
に

二
〇
〇
八
年
後
半
の
世
界
経
済
の
状
況
は
、
ア
メ
リ
カ
の
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
問
題
か
ら
端
を
発
し
た
金
融
危
機
な
ど
、
ま
さ
に
今
ま

で
に
な
い
深
刻
な
状
況
を
迎
え
た
。
ア
メ
リ
カ
の
大
手
証
券
会
社
リ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
が
経
営
破
た
ん
し
た
こ
と
は
世
界
中
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
。
資
本
主
義
の
あ
り
か
た
が
問
わ
れ
、
今
ま
で
の
経
済
中
心
的
価
値
が
崩
れ
去
っ
て
き
た
。
ま
た
、
企
業
の
不
祥
事
は
新

聞
・
T
V
で
日
常
茶
飯
事
の
出
来
事
と
し
て
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
コ
ス
ト
至
上
主
義
に
よ
る
「
安
く
、
早
く
」
を
追
求
す
る
あ
ま
り
、
マ
ン

シ
ョ
ン
購
入
者
を
欺
い
た
耐
震
強
度
偽
装
事
件
。
誰
が
そ
の
責
任
を
と
る
の
か
が
問
わ
れ
た
。
偽
装
食
品
に
ま
つ
わ
る
偽
装
事
件
も
後
を
絶

た
な
い
。
汚
染
米
を
国
産
偽
装
し
て
転
売
し
て
、
不
正
な
利
益
を
あ
げ
て
い
た
こ
と
な
ど
も
大
き
な
大
事
件
と
な
っ
た
。
食
品
会
社
の
賞
味

期
限
を
偽
っ
た
り
、
原
材
料
を
偽
っ
た
り
な
ど
消
費
者
を
欺
い
て
目
先
の
利
益
を
追
求
す
る
企
業
が
多
い
偽
装
事
件
が
目
に
付
く
。
偽
装

の
結
果
、
老
舗
や
特
産
の
看
板
が
、
寝
耳
に
水
の
ご
と
く
失
墜
し
、
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
儲
け
る
こ

と
が
最
大
の
価
値
と
な
り
、
倫
理
観
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
老
舗
が
、
消
費
者
を
欺
き
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
信
用
失
墜
に
陥
っ
て
し
ま
っ

た
。
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175 CSRと情報倫理

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
社
会
に
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
倫
理
観
の
欠
如
で
あ
る
。
倫
理
観
の
欠
如
と
い
う
こ
と
は
、
他
者
に
対
し
て

の
か
か
わ
り
が
不
誠
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
他
者
に
対
し
て
誠
実
で
あ
る
こ
と
が
社
会
で
、
ビ
ジ
ネ
ス
で
、
企
業
経
営
で
今

の
時
代
に
一
番
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
企
業
の
不
祥
事
が
相
次
ぐ
中
で
、
昨
今
改
め
て
C
S
R
（C

orporate Social 

R
esponsibility

―
企
業
の
社
会
的
責
任
）
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
新
た
な
経
営
の
価
値
観
と
し
て
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

企
業
のcore value
（
中
心
価
値
）
もeconom

ic value

（
経
済
的
価
値
）
中
心
か
らethical values

（
倫
理
的
価
値
）
へ
の
価
値
転
換
が

求
め
ら
れ
る
。
滝
川
好
夫
の
提
唱
す
る
道
徳
経
済
）
1
（

も
今
後
の
経
済
社
会
の
方
向
づ
け
を
し
よ
う
と
す
る
一
つ
の
試
み
で
あ
る
。

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
に
伴
い
企
業
を
取
り
巻
く
環
境
は
大
き
く
変
化
し
て
き
た
。
急
速
な
I
T
に
よ
る
情
報
通
信
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
普
及
に
よ
り
時
間
的
・
空
間
的
な
制
約
が
な
く
な
り
、
企
業
行
動
の
影
響
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
て
き
て
い
る
。
ま
さ
に
企
業
経
営

は
グ
ロ
ー
バ
ル
レ
ベ
ル
で
C
S
R
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
C
S
R
の
実
践
は
企
業
の
社
会
的
責
任
と
し

て
、
企
業
の
不
祥
事
を
防
ぐ
と
と
も
に
、
社
会
貢
献
活
動
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
く
活
動
で
あ
る
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
・
情
報
化
し
て
き
て

い
る
情
報
社
会
に
お
け
る
I
T
企
業
の
社
会
に
与
え
る
影
響
、
責
任
は
大
き
い
。

本
稿
で
は
、
C
S
R
の
現
状
を
確
認
す
る
と
同
時
に
I
T
企
業
の
C
S
R
、
さ
ら
に
I
T
企
業
に
お
け
る
情
報
倫
理
の
必
要
性
に
つ
い
て

考
察
す
る
。

2
．
C
S
R
の
背
景
と
歴
史
的
意
義

米
国
で
企
業
の
社
会
的
責
任
の
必
要
性
がSocial R

esponsibility 

と
い
う
言
葉
を
用
い
て
論
じ
ら
れ
た
の
は
一
九
二
四
年
のO

. 

Sheldon

が
最
初
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。T

he Philosophy of M
anagem

ent 

の
中
で “T

he Social R
esponsibility of M

anagem
ent ”
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176

に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
。O

. Sheldon

は
、「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
社
会
的
責
任
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
経
済
的
な
奉
仕
が
物
質
面
だ
け

で
は
な
く
精
神
面
の
奉
仕
を
協
力
し
て
行
っ
て
い
く
と
い
う
道
を
切
り
開
く
も
の
で
あ
る
）
2
（

」
と
述
べ
て
い
る
。

一
九
二
〇
年
代
の
C
S
R
の
擁
護
者
た
ち
は
、
石
油
や
電
力
、
電
話
、
自
動
車
と
い
っ
た
大
企
業
の
C
E
O
や
ビ
ジ
ネ
ス
リ
ー
ダ
ー
た

ち
で
あ
っ
た
）
3
（

。
そ
し
て
米
国
で
社
会
的
企
業
論
が
本
格
的
に
論
議
さ
れ
だ
し
た
の
は
、
一
九
四
九
年
の
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
お
け
る
「
校
友

会
」
に
お
い
て
で
あ
る
）
4
（

。

一
九
五
〇
年
代
の
C
S
R
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
主
と
し
て
社
会
に
対
す
る
企
業
の
責
務
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
）
5
（

。

一
九
六
二
年
に
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
が
「
消
費
者
の
四
つ
の
権
利
」
を
宣
言
し
、
新
た
な
消
費
者
活
動
の
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
と
な
っ
た
。
象
徴

的
な
事
例
と
し
て
は
、
G
M
に
対
す
る
欠
陥
車
の
訴
訟
や
社
会
的
責
任
を
要
求
す
る
運
動
へ
と
展
開
し
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
一
九
七
〇

年
代
に
入
る
と
多
く
の
企
業
の
不
祥
事
が
発
生
し
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ト
事
件
な
ど
が
世
間
を
騒
が
せ
、
企
業
倫
理
が
改
め
て
問
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。

一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
C
S
R
の
考
え
方
は
、
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
フ
ィ
ー
を
通
し
て
、
社
会
的
責
務
を
果
た
す
こ
と
か
ら
、
よ
り

戦
略
的
な
レ
ベ
ル
に
シ
フ
ト
し
、
企
業
の
目
標
の
社
会
的
戦
略
と
結
び
つ
い
た
）
6
（

。
一
九
〇
〇
年
代
の
社
会
的
責
任
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
慈

善
の
寄
付
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
貢
献
、
従
業
員
の
福
利
増
大
、
宗
教
的
行
為
な
ど
様
々
な
形
を
と
っ
て
き
た
。
米
国
に
お
け
る
C
S
R

は
、
地
域
社
会
へ
の
貢
献
や
寄
付
行
為
な
ど
、
企
業
の
社
会
貢
献
活
動
の
概
念
が
強
か
っ
た
。

二
〇
〇
〇
年
代
に
入
る
と
、
二
〇
〇
一
年
の
エ
ン
ロ
ン
事
件
な
ど
エ
ネ
ル
ギ
ー
大
手
企
業
の
巨
額
の
不
正
経
理
・
不
正
取
引
に
よ
る
経
営

破
綻
や
、
様
々
な
企
業
に
よ
る
法
令
遵
守
違
反
が
発
生
し
た
こ
と
を
背
景
に
、
企
業
倫
理
が
企
業
の
不
祥
事
に
対
す
る
予
防
的
な
様
相
を
呈

し
て
き
た
。
C
S
R
は
寄
付
行
為
、
地
域
社
会
へ
の
貢
献
、
環
境
問
題
へ
の
取
り
組
み
な
ど
社
会
貢
献
活
動
と
、
企
業
の
不
祥
事
を
防
止

す
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
た
企
業
倫
理
の
二
つ
の
側
面
を
持
ち
な
が
ら
時
代
と
と
も
に
そ
の
概
念
が
形
成
さ
れ
て
き
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
C
S
R
と
非
常
に
関
係
の
深
い
S
R
I
（Social R

esponsible Investm
ent

―
社
会
的
責
任
投
資
）
は
宗
教
的
・
倫
理
的
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177 CSRと情報倫理

理
由
と
経
済
的
・
財
務
的
理
由
に
立
脚
し
た
二
つ
の
流
れ
が
あ
っ
た
。
宗
教
の
役
割
は
最
も
重
要
で
、
宗
教
的
信
念
は
社
会
的
責
任
投
資
に

お
い
て
第
一
の
理
論
的
根
拠
で
あ
っ
た
）
7
（

。

そ
し
て
、
C
S
R
や
S
R
I
の
起
源
は
一
九
二
〇
年
代
に
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
資
金
の
運
用
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
）
8
（

。
教
会

資
金
の
運
用
で
、「
宗
教
的
倫
理
観
に
基
づ
い
て
ア
ル
コ
ー
ル
、
タ
バ
コ
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
、
武
器
製
造
な
ど
に
関
す
る
産
業
へ
の
投
資
は
し

な
い
」
と
い
う
、
社
会
的
責
任
投
資
の
議
論
が
な
さ
れ
た
）
9
（

。
こ
れ
ら
は
社
会
的
責
任
投
資
に
お
け
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
側
面

で
あ
り
、
社
会
的
に
好
ま
し
く
な
い
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
に
反
す
る
企
業
へ
の
投
資
は
排
除
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
企
業

の
C
S
R
を
評
価
し
、
積
極
的
に
投
資
を
行
っ
て
い
く
の
が
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
で
あ
る
。
近
年
の
環
境
配
慮
型
商
品
な
ど
へ

投
資
す
る
エ
コ
フ
ァ
ン
ド
な
ど
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

S
R
I
の
歴
史
を
さ
か
の
ぼ
る
と
、
そ
の
考
え
方
の
源
流
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
一
八
世
紀
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
の
創
設
者
で
あ
るJohn 

W
esley

の
考
え
方
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。W

esley

は
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
が
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
い
て
、
特
に
ア
ル
コ
ー
ル
を
売
る
こ
と
に

よ
り
、
人
々
の
健
康
を
害
し
た
り
す
る
こ
と
は
決
し
て
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と
信
じ
て
い
た
。
ま
た
自
分
た
ち
を
愛
す
る
よ
う
に
、
他
人
を

愛
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
薬
物
で
他
人
を
害
し
て
は
な
ら
な
い
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
や
サ
ー
ビ
ス
の
不
当
な
請
求
を
し
た
り
、
過
大
な
利
息
を
請

求
し
て
は
な
ら
な
い
と
警
告
し
た
。
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
は
、
近
代
的
な
社
会
的
責
任
投
資
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
。Pax W

orld

は
米
国
に
お
け
る
最
初
の
社
会
的
責
任
の
投
資
信
託
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
一
九
七
一
年
にJack C

orbett 

牧
師
とLuther T

yson 

牧
師
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
。
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
年
金
制
度
は
、
米
国
に
お
け
る
社
会
的
責
任
投
資
で
メ
ジ
ャ
ー
な
実
践
的
制
度
と
な
っ
て

い
る
）
10
（

。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
近
年
の
C
S
R
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
背
景
は
、
こ
の
二
〇
年
間
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
二
四
歳
以
下
の
失
業
率
が
非

常
に
高
い
こ
と
、
ま
た
ビ
ジ
ネ
ス
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
り
児
童
労
働
の
問
題
な
ど
が
顕
著
に
な
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
国
際
労
働
機

関
（
I
L
O
）
で
は
一
九
七
六
年
に
「
就
業
が
認
め
ら
れ
る
た
め
の
最
低
年
齢
に
関
す
る
条
約
」
を
発
行
し
、
一
五
歳
以
下
の
児
童
労
働
の
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撤
廃
を
定
め
て
い
る
）
11
（

。
I
T
の
進
歩
と
と
も
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
が
普
及
し
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
ん
で
き
た
。
製
造
・

販
売
・
物
流
が
グ
ロ
ー
バ
ル
に
展
開
す
る
こ
と
で
、
発
展
途
上
国
の
低
賃
金
の
労
働
力
を
調
達
し
て
き
た
。
こ
こ
に
労
働
問
題
・
人
権
問
題

が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
多
国
籍
企
業
の
ナ
イ
キ
は
自
社
工
場
を
持
た
ず
に
世
界
各
国
の
安
い
人
件
費
の
工
場
に
生
産
を
外

部
委
託
し
て
い
る
。
一
九
九
七
年
に
企
業
監
視
N
G
O
（
T
R
A
C
）
に
よ
っ
て
ベ
ト
ナ
ム
の
工
場
に
お
け
る
、
劣
悪
な
労
働
環
境
な
ど
の

実
態
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
。
テ
ッ
ク
ビ
ア
ン
工
場
で
は
、
発
ガ
ン
物
質
が
現
地
基
準
の
一
七
七
倍
も
検
出
さ
れ
、
従
業
員
の
七
七
％
に
呼

吸
器
系
の
疾
患
が
あ
り
、
ベ
ト
ナ
ム
国
内
法
に
違
反
す
る
週
六
五
時
間
労
働
が
行
わ
れ
、
給
料
は
週
一
〇
ド
ル
し
か
支
払
わ
れ
な
か
っ
た
）
12
（

。

結
果
と
し
て
、
企
業
の
社
会
的
責
任
が
問
わ
れ
、
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
を
中
心
と
し
て
ナ
イ
キ
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
運
動
に
発
展
し
た
。

欧
州
の
C
S
R
は
失
業
問
題
や
児
童
労
働
な
ど
の
社
会
的
問
題
か
ら
端
を
発
し
、
N
P
O
／
N
G
O
が
中
心
と
な
っ
て
大
企
業
に
労
働

問
題
や
社
会
的
問
題
の
改
善
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
大
き
な
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
〇
年
の
リ
ス
ボ

ン
欧
州
サ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
C
S
R
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
二
〇
一
〇
年
ま
で
の
E
U
に
お
け
る
持
続
可
能
な
経
済
成
長
の
目
標
を
打
ち

出
し
、
目
標
達
成
の
た
め
に
企
業
の
社
会
的
責
任
に
つ
い
て
言
及
し
た
。

以
降
、
欧
州
に
お
け
る
C
S
R
政
策
の
発
展
に
つ
い
て
は
、Jenny Fairbrass

に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
を
表
1
に
示
し
て
い
る
。

二
〇
〇
一
年
七
月
に
欧
州
委
員
会
は
グ
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー
を
公
表
し
、
企
業
の
社
会
的
責
任
の
欧
州
枠
組
み
が
示
さ
れ
、
多
く
の
議
論
が
展

開
さ
れ
た
。
二
〇
〇
二
年
に
欧
州
マ
ル
チ
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
設
立
さ
れ
、
二
〇
〇
四
年
に
C
S
R
の
最
終
レ
ポ
ー
ト

を
公
表
し
た
。
マ
ル
チ
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
欧
州
消
費
者
団
体
、
欧
州
産
業
連
盟
、
欧
州
労
連
、
欧
州
商
工
会
議
所
、

N
G
O
な
ど
の
幅
広
い
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

マ
ル
チ
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
以
下
の
四
つ
の
主
題
が
議
論
さ
れ
た
）
13
（

。

・ 

C
S
R
に
関
す
る
知
識
の
向
上
と
良
い
事
例
（good practice

）
の
情
報
交
換

・ 

中
小
企
業
（SM

E
s

）
に
お
け
る
C
S
R
の
促
進
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・ 

C
S
R
の
実
践
と
ツ
ー
ル
の
多
様
性
（D

iversity

）、

透
明
性
（C

onvergence

）、統
一
性
（T

ransparency

）

に
つ
い
て

・ 

C
S
R
の
進
展
状
況
に
つ
い
て

二
〇
〇
七
年
の
欧
州
議
会
レ
ポ
ー
ト
は
E
U
レ
ベ
ル
で

の
C
S
R
に
つ
い
て
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
最
も
重
要
な
も

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
E
U
レ
ベ
ル
で
の
一
般
的
な
土

壌
が
確
立
さ
れ
た
。

欧
州
の
中
で
も
C
S
R
の
取
組
が
先
進
的
な
英
国
で
は
、

C
S
R
を
国
家
の
方
針
と
し
て
打
ち
出
し
、
二
〇
〇
〇
年
に

世
界
で
初
め
て
C
S
R
担
当
大
臣
を
任
命
し
て
い
る
。
英

国
で
は
、
積
極
的
に
C
S
R
を
導
入
さ
せ
て
い
く
政
策
を

と
っ
て
い
る
。

C
S
R
の
歴
史
的
意
義
は
、
企
業
中
心
の
構
造
か
ら
、

N
P
O
／
N
G
O
が
中
心
と
な
り
、
大
企
業
に
労
働
問
題

や
社
会
的
問
題
の
改
善
を
求
め
る
、
市
民
中
心
の
構
造
に
転

換
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
欧
州
で
は
持
続
的
な

経
済
成
長
に
向
け
て
C
S
R
が
一
つ
の
共
通
基
盤
と
な
り
、

政
府
が
C
S
R
導
入
を
積
極
的
に
展
開
し
て
い
る
こ
と
で

・ 2001年7月，グリーンペーパーCOM（2001）366を公表。「CSRの欧州枠組みを
促進する」

・ 2001年度中，グリーンペーパーが発行されてから250件の意見を受理。
 これらの意見は，労使団体，企業，個人企業，貿易組合，市民団体などからで
ある。

・ 2002年7月，COM（2002）347を公表。「CSRに関するコミュニケーション：持続
的発展への企業の貢献」

・ 2002年10月，EMSF（EU Multi-Stakeholder Forum）を設置。
・ 2004年6月，EMSFが最終レポートを公表。
・ 2006年3月，COM（2006）136を公表。「成長と雇用のためのパートナーシップの
実施：欧州をCSRの柱にする」

・ 2006年3月，CSRのための欧州同盟（European Alliance for CSR）を設置。
・ 2007年3月，雇用と社会事情委員会（the Employment and Social Affairs commit-

tee）により自主的な欧州議会レポートが採用。

表1　欧州におけるCSR政策の発展

（出所：Jenny Fairbrass, Corporate Social responsibility in Europe: The EU and National Policy 
Models Compared, Bradford, 2008, p.7）
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あ
る
。
次
に
C
S
R
と
は
何
か
、
C
S
R
の
定
義
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

3
．
C
S
R
の
定
義

C
S
R
の
定
義
は
一
〇
年
間
で
変
わ
っ
て
き
た
。
初
期
の
こ
ろ
の
C
S
R
の
定
義
は
、
曖
昧
で
漠
然
と
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
が
、
こ

の
一
〇
年
で
C
S
R
の
定
義
は
、
以
下
の
点
が
考
慮
さ
れ
て
き
た
）
14
（

。

・ 

企
業
行
動
が
他
者
に
及
ぼ
す
影
響
を
真
剣
に
考
慮
す
る

・ 

社
会
福
祉
の
保
護
と
改
善
に
対
す
る
管
理
者
の
責
任
に
つ
い
て

・ 

経
済
的
、
法
的
責
任
の
み
で
は
な
く
、
経
済
的
、
法
的
責
任
を
超
え
て
責
任
を
拡
張
す
る
こ
と

C
S
R
の
定
義
は
社
会
が
組
織
に
対
し
て
期
待
す
る
経
済
、
法
的
、
倫
理
的
、
そ
し
て
自
由
裁
量
や
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
フ
ィ
ー
な
ど
を
取

り
巻
く
も
の
と
な
っ
て
き
た
）
15
（

。
こ
の
よ
う
に
、
C
S
R
の
定
義
は
時
代
と
と
も
に
変
化
し
て
き
て
い
る
。
そ
こ
で
、
以
下
様
々
な
定
義
に

つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
に
す
る
。

（
1
）
マ
ル
チ
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
報
告
書
の
定
義

「
C
S
R
と
は
、
社
会
面
及
び
環
境
面
の
考
慮
を
自
主
的
に
業
務
に
統
合
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
法
的
要
請
や
契
約
上
の
義
務
を

上
回
る
も
の
で
あ
る
。
C
S
R
は
法
律
上
、
契
約
上
の
要
請
以
上
の
こ
と
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
C
S
R
は
法
律
や
契
約
に
置
き
換
わ
る

も
の
で
も
、
ま
た
、
法
律
及
び
契
約
を
避
け
る
た
め
の
も
の
で
も
な
い
）
16
（

」。

（
原
文
）“C

SR
 is the voluntary integration of  environm

ental and social considerations into business operations, over and 
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above legal requirem
ents and contractual obligations. C

SR
 is about going beyond these, not replacing or avoiding them

）
17
（. ”

（
2
）
持
続
可
能
な
開
発
の
た
め
の
経
済
人
会
議
（W

orld B
usiness C

ouncil for Sustainable D
evelopm

ent 2005

）

「
生
活
の
質
を
高
め
る
た
め
に
、
従
業
員
や
そ
の
家
族
、
地
域
社
会
、
広
い
意
味
で
の
社
会
と
と
も
に
働
き
、
持
続
可
能
な
経
済
発
展
に

貢
献
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
）
18
（

」。

（
原
文
）“T

he com
m

itm
ent of business to contribute to sustainable econom

ic developm
ent, w

orking w
ith em

ployees, their 

fam
ilies, the local com

m
unity, and society at large to im

prove their quality of lif

）
19
（e. ” 

（
3
）
ビ
ジ
ネ
ス
・
フ
ォ
ー
・
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
レ
ス
ポ
ン
シ
ビ
リ
テ
イ
（B

usiness for Social R
esponsibility

）

「
法
的
、
倫
理
的
に
、
ま
た
公
的
、
商
業
的
な
面
で
、
そ
の
ビ
ジ
ネ
ス
は
社
会
の
期
待
に
ど
の
程
度
対
応
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の

企
業
が
と
る
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー
の
こ
と
で
あ
る
）
20
（

」。

（
原
文
）“operating a business in a m

anner that m
eets or exceeds the ethical, legal, com

m
ercial, and public expectations 

that society has of busines

）
21
（s. ” 

（
4
）K

otler and Lee, 2005

「
企
業
の
社
会
的
責
任
と
は
、
企
業
が
自
主
的
に
、
自
ら
の
事
業
活
動
を
通
し
て
、
ま
た
は
自
ら
の
資
源
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
地
域
社

会
を
よ
り
よ
い
も
の
に
す
る
た
め
に
深
く
関
与
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
）
22
（

」。

（
原
文
）“C

orporate social responsibility is a com
m

itm
ent to im

prove com
m

unity w
ell-being through discretionary 

business practices and contributions of corporate resource

）
23
（s. ”
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コ
ト
ラ
ー
は
、
企
業
の
社
会
的
責
任
の
主
要
な
努
力
を
「
企
業
の
社
会
的
取
り
組
み
（corporate social responsibility

）」
と
い
う
言

葉
を
使
っ
て
い
る
。

「
企
業
の
社
会
的
取
り
組
み
と
は
、
社
会
的
コ
ー
ズ
へ
の
取
組
を
支
援
し
、
社
会
的
責
任
を
果
た
す
た
め
に
企
業
が
行
う
主
要
な
活
動
の

こ
と
で
あ
る
）
24
（

」。

（
原
文
）“C

orporate social initiatives are m
ajor activities undertaken by a corporation to support social causes and to fulfill 

com
m

itm
ents to corporate social responsibili

）
25
（ty. ”

そ
の
ほ
か
、
C
S
R
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
定
義
が
な
さ
れ
て
い
る
）
26
（

。

C
S
R
の
定
義
は
、
マ
ル
チ
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
よ
う
に
、
C
S
R
を
「
社
会
面
及
び
環
境
面
の
考
慮
を
自
主
的
に

業
務
に
統
合
」
す
る
こ
と
や
、
持
続
可
能
な
開
発
の
た
め
の
経
済
人
会
議
の
よ
う
に
「
持
続
可
能
な
経
済
発
展
」
に
貢
献
す
る
と
い
う
戦
略

的
な
も
の
、
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー
と
し
て
と
ら
え
る
も
の
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
コ
ト
ラ
ー
の
定
義
の
よ
う
に
地
域
社
会
へ
の
関
与
と
し
て

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
的
な
観
点
で
と
ら
え
て
い
る
。
欧
州
の
C
S
R
は
持
続
的
な
経
済
と
い
う
目
標
に
向
け
て
の
政
策
と
結
び
つ
い
て
い
る

の
に
対
し
、
米
国
は
コ
ト
ラ
ー
の
定
義
に
見
る
よ
う
に
地
域
社
会
へ
の
貢
献
が
C
S
R
の
主
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
、R

esponsibility

に
つ
い
て
、
そ
の
意
味
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。R

esponsibility

は
「
①
（
…
に
対
す
る
／
…
す
る
）
責
任
、

責
務 

②
責
任
を
負
っ
て
い
る
人
（
も
の
）―（
人
に
と
っ
て
の
）（
具
体
的
な
）
責
任
、
負
担
、
重
荷 

③
信
頼
度
、
義
務
履
行
能
力
、
支
払
能

力
」（
ジ
ー
ニ
ア
ス
英
和
大
辞
典
）
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、C

ham
bers T

w
entieth C

entury D
ictionary

で
は
、“R

esponsible, liable 

to be called to account or render satisfaction: answ
erable: capable of discharging duty: able to pay. ”

（“C
ham

bers T
w

entieth 

C
entury D

ictionary ”; London:C
ham

bers, 1959

）
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。R

espond
は
、
語
源
英
和
辞
典
（
小
川
芳
男
編
『
語
源
英
和
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辞
典
』
有
精
堂
、
一
九
六
四
）
に
よ
れ
ば
、re-back, spond

＜spondere

（
ラ
テ
ン
語
）
と
な
っ
て
お
り
、spondere

はprom
ise

の
こ

と
で
あ
り
、
ラ
テ
ン
語
のrespondere

は
約
束
を
戻
す
。
つ
ま
り
、
約
束
に
応
え
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。R

espond

は
応
答
す
る
と
い
う

意
味
で
あ
る
が
、
約
束
に
対
し
て
応
答
す
る
と
い
う
意
味
合
い
を
持
つ
。

Stacey L. E
dgar

は
、
責
任
と
い
う
言
葉
が
、
応
答
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
来
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
責
任
性
の
質
問
に
答
え
る
か
、

以
下
の
質
問
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
こ
れ
は
誰
が
し
た
の
か
」、「
誰
が
担
当
し
て
い
る
の
か
」、「
今
回
の
ケ
ー
ス
で
私
は
何
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」、「
何
故
、
私
は
X
を
行
な
う
の
か
（
Y
を
行
わ
な
い
の
か
）」、「
何
故
、
行
為
者
A
は
Z
と
い
う
行
為
を
し
た
の

か
」
等
で
あ
る
）
27
（

。

J. R
. Lucas 

は
、“W

hy did you do it ” 

を
三
つ
の
構
成
部
分
に
分
け
て
い
る
。“you, ” “do, ” “it ” 

で
あ
る
）
28
（

。“you ” 

は
誰
に
責
任
が
あ

る
の
か
を
問
い
か
け
て
い
る
。“do ” 
は
な
ぜ
行
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
問
い
か
け
て
い
る
。
そ
の
行
為
が
洗
脳
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
、

あ
る
い
は
、
他
の
強
い
人
間
に
よ
っ
て
強
い
ら
れ
た
も
の
な
の
か
、
そ
の
行
為
の
責
任
の
所
在
を
問
う
の
で
あ
る
。“it ” 

は
行
為
そ
の
も
の

で
あ
る
。
何
を
し
た
の
か
、
そ
の
責
任
あ
る
行
為
を
問
い
か
け
て
い
る
。

responsibility

と
同
様
、「
責
任
」
を
表
す
言
葉
にaccountability, liability

が
あ
る
が
、accountability

は
「（
記
録
保
存
の
）
責
任
、

責
務
―
説
明
﹇
報
告
﹈
義
務
、
責
任
範
囲
―
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
、
説
明
責
任
（
成
果
を
出
し
、
説
明
す
る
責
任
）」（
ジ
ー
ニ
ア
ス
英
和

大
辞
典
）
を
意
味
し
、
企
業
で
使
わ
れ
て
い
る
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
は
「
説
明
責
任
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
ジ
ー
ニ
ア
ス
英
和
大

辞
典
に
よ
れ
ば
、responsibility 

は
注
意
や
管
理
に
重
き
が
あ
る
。

ま
た
、liability

は
、「
①
《
法
律
》﹇
…
の
／
…
す
る
﹈
責
任
、
責
務
、
義
務
、
②
《
会
計
》
負
債
、
債
務
」（
ジ
ー
ニ
ア
ス
英
和
大
辞
典
）

を
表
す
言
葉
で
あ
る
。Stacey

は
、liability

は
、responsibility

よ
り
も
よ
り
法
律
的
な
概
念
と
な
っ
て
い
て
、
物
事
が
起
こ
っ
た
と
き

の
責
任
は
誰
な
の
か
だ
け
で
は
な
く
、
責
任
や
義
務
違
反
に
対
す
る
罰
則
も
伴
っ
て
お
り
、
法
律
に
よ
っ
て
束
縛
さ
れ
た
責
任
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
）
29
（

。
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C
S
R
のresponsibility

は
、
誰
に
対
し
て
、
何
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
応
答
す
る
の
か
が
、
責
任
の
重
要
な
概
念
と
な
っ
て
く
る
。

ま
た
、
C
S
R
の
概
念
が
関
係
的
で
あ
り
、
C
S
R
の
内
容
は
国
や
地
域
に
よ
っ
て
、
ま
た
時
代
や
そ
の
と
き
の
状
況
、
立
場
に
よ
っ
て

異
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
本
質
的
と
こ
ろ
で
は
、
時
代
を
超
え
て
、
立
場
を
超
え
て
、
人
類
へ
の
責
任
と
い
う
大
き
な
責
任
の
も
と
に
持

続
的
な
経
済
発
展
（Sustainability

）
が
C
S
R
の
コ
ア
コ
ン
セ
プ
ト
と
な
っ
て
き
つ
つ
あ
る
。

4
．
C
S
R
の
潮
流

C
S
R
を
理
解
す
る
上
で
、
持
続
的
な
経
済
発
展
を
は
じ
め
、
C
S
R
に
関
係
す
る
主
要
な
概
念
や
原
則
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

（
1
）
持
続
可
能
な
発
展
（Sustainability
）

C
S
R
の
柱
と
な
る
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
持
続
可
能
な
発
展
（Sustainability

）
で
あ
る
。
一
九
七
二
年
に
ロ
ー
マ
ク
ラ
ブ
が
「
成
長
の
限

界
」
を
発
表
し
、
地
球
環
境
の
資
源
の
枯
渇
に
対
す
る
警
鐘
が
鳴
ら
さ
れ
た
。
一
九
九
二
年
に
ブ
ラ
ジ
ル
の
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
で
開
催
さ

れ
た
国
連
環
境
開
発
会
議
の
地
球
サ
ミ
ッ
ト
（「
環
境
と
開
発
に
関
す
る
国
連
会
議
」）
で
は
「
環
境
と
開
発
に
関
す
る
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ

宣
言
」（
リ
オ
宣
言
）
が
発
表
さ
れ
、
経
済
・
環
境
・
社
会
の
持
続
可
能
な
発
展
に
向
け
た
ア
ジ
ェ
ン
ダ
二
一
が
採
択
さ
れ
た
。
ア
ジ
ェ
ン

ダ
二
一
は
、
二
一
世
紀
に
向
け
て
の
環
境
宣
言
で
あ
り
、
大
量
生
産
・
大
量
消
費
・
大
量
廃
棄
の
経
済
シ
ス
テ
ム
を
見
直
し
、
持
続
可
能
な

社
会
経
済
シ
ス
テ
ム
へ
の
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
た
。

二
〇
〇
二
年
に
ア
フ
リ
カ
の
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
グ
で
開
催
さ
れ
た
地
球
サ
ミ
ッ
ト
（「
持
続
可
能
な
発
展
に
関
す
る
世
界
首
脳
会
議
」
で
は
、
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持
続
可
能
な
発
展
に
関
す
る
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
グ
宣
言
が
採
択
さ
れ
た
。
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
グ
宣
言
は
、
人
道
的
で
公
平
で
人
間
の
尊
厳
を
重
視

す
る
地
球
社
会
を
つ
く
る
と
い
う
公
約
を
再
確
認
し
、
環
境
保
護
と
貧
富
格
差
と
人
権
問
題
が
柱
と
な
っ
て
い
る
。

（
2
）
グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ン
パ
ク
ト
（The Global Com

pact

）
二
〇
〇
〇
年

グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ン
パ
ク
ト
は
、
一
九
九
九
年
の
「
世
界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
に
お
い
て
ア
ナ
ン
国
連
事
務
総
長
が
提
唱
し
た
も
の
で
、

二
〇
〇
〇
年
七
月
に
国
連
本
部
で
発
足
し
た
。

グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ン
パ
ク
ト
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
世
界
経
済
が
引
き
起
こ
す
様
々
な
問
題
に
対
し
て
、「
自
発
的
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ

ブ
」
を
持
っ
て
「
企
業
が
一
致
団
結
し
、
地
球
市
民
と
し
て
の
立
場
か
ら
そ
の
責
務
を
推
進
す
る
こ
と
」
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て

グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ン
パ
ク
ト
は
企
業
に
対
し
て
、
人
権
、
労
働
基
準
、
環
境
、
腐
敗
防
止
の
各
分
野
に
お
い
て
以
下
の
一
〇
原
則
を
遵
守
し

て
い
く
こ
と
を
求
め
て
い
る
（
表
2
））

30
（

。

（
3
）
グ
ロ
ー
バ
ル
・
サ
リ
バ
ン
原
則
（Global Sullivan Principles of Social responsibility

）
一
九
七
七
年

一
九
七
七
年
に
黒
人
の
サ
リ
バ
ン
牧
師
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
企
業
行
動
原
則
。
一
九
九
九
年
に
改
定
さ
れ
た
。
南
ア
に
お
け
る
ア
パ
ル

ト
ヘ
イ
ト
の
撤
廃
、
労
働
環
境
の
改
善
な
ど
を
訴
え
た
人
権
に
関
す
る
原
則
で
、
そ
の
内
容
は
八
項
目
か
ら
な
る
。
原
則
の
概
要
は
表
3
の

と
お
り
で
あ
る
）
31
（

。
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〈人権〉
原則1：国際的に宣言されている人権の保護を支持，尊重し，
原則2：自らが人権侵害に加担しないよう確保すべきである。
〈労働基準〉
原則3：組合結成の自由と団体交渉の権利の実効的な承認を支持し，
原則4：あらゆる形態の強制労働の撤廃を支持し，
原則5：児童労働の実効的な廃止を支持し，
原則6：雇用と職業における差別の撤廃を支持すべきである。
〈環境〉
原則7：環境上の課題に対する予防原則的アプローチを支持し，
原則8：環境に関するより大きな責任を率先して引き受け，
原則9：環境に優しい技術の開発と普及を奨励すべきである。
〈腐敗防止〉　
原則10：強要と贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗の防止に取り組むべきである。

表2　グローバル・コンパクト10原則

（出所：「グローバル・コンパクト」の10の原則  http://www.unic.or.jp/globalcomp/outline.htm）

① 普遍的な人権の支持を表明する（特に雇用者や関わっているコミュニティ，ビ
ジネスパートナーなど）。

② 肌の色，人種，ジェンダー，年齢，エスニシティー又は宗教のような事由につ
いて，被雇用者の機会均等を促進する。また，労働者に対する容認できない取
扱いをしいない。

③ 被雇用者による自発的な結社の自由の尊重。
④ 被雇用者の基本的要求を満たし，被雇用者の技術及び能力を改善する機会を提
供。

⑤ 安全で健全な職場を提供し，人間の健康及び環境を保護し，かつ持続可能な発
展を促進。

⑥ 知的財産権，その他の財産権の尊重を含めた公正な競争を促進する。
⑦ コミュニティにおけるQOL（生活の質）の向上，不利な立場の労働者への教
育訓練及び機会の提供を政府・コミュニティと協働して行う。
⑧ 企業活動を行うものに本原則を適用するように推進していく。

表3　グローバル・サリバン原則の概要

（出所“GLOBAL SULLIVAN PRINCES”  http://www.globalsullivanprinciples.org/principles.htm）
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（
4
）
O
E
C
D
多
国
籍
企
業
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（The OECD Guidelines for M

ultinational Enterprises

）
一
九
七
六
年

O
E
C
D
多
国
籍
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
多
国
籍
企
業
が
グ
ロ
ー
バ
ル
に
ビ
ジ
ネ
ス
を
展
開
し
て
き
た
こ
と
を
受
け
て
一
九
七
六
年
制
定

さ
れ
、
二
〇
〇
〇
年
に
持
続
的
発
展
に
向
け
た
環
境
の
内
容
が
追
加
さ
れ
た
。
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
多
国
籍
企
業
向
け
の
国
際
的
に
承
認

さ
れ
た
、
法
的
拘
束
力
の
な
い
企
業
行
動
規
範
で
あ
る
。

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
構
成
は
表
4
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
）
32
（

。

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
序
文
に
お
い
て
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
政
府
に
よ

る
多
国
籍
企
業
へ
の
勧
告
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
責
任
あ
る
企
業
行
動
（responsible business 

conduct

）
の
た
め
に
任
意
の
原
則
と
基
準
を
提
供
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
遵
守
す
る
各
国
政
府
の
共
通
の
目
標
は
、
多
国

籍
企
業
が
経
済
面
、
環
境
面
、
社
会
面
の
進
展
へ
の
積
極
的
な
貢
献
を

奨
励
す
る
こ
と
と
、
多
国
籍
企
業
の
様
々
な
活
動
に
よ
っ
て
生
じ
て
く

る
困
難
を
最
小
限
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
多
国
籍
企
業
が
持
続
可
能
な
開
発
を
目
指
し

て
、
人
権
、
情
報
開
示
、
雇
用
・
労
使
関
係
、
環
境
、
賄
賂
防
止
、
消

費
者
利
益
、
科
学
技
術
、
競
争
、
課
税
な
ど
の
企
業
倫
理
に
関
す
る
原

則
・
行
動
規
範
で
あ
る
（
表
5
）。

序文
Ⅰ．定義と原則（Concepts and Principles）
Ⅱ．一般的な方針（General Policies）
Ⅲ．情報開示（Disclosure）
Ⅳ．雇用及び労使関係（Employment and

Industrial Relations）
Ⅴ．環境（Environment）
Ⅵ．贈賄防止（Combating Bribery）
Ⅶ．消費者利益（Consumer Interests）
Ⅷ．科学技術（Science and Techonology）
Ⅸ．競争（Competition）
Ⅹ．課税（Taxation）

表4　OECD多国籍企業ガイドラインの項目

（出所：“OECD Guidelines for Multinational Enterprise”
 http://www.oecd.org/dataoecd/56/36/1922428.pds/）
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Ⅰ． 定義と原則：自主的な性格，グローバルな適用，あらゆる企業にとってのグッ
ド・プラクティスを反映していることなど，ガイドラインの基盤となる諸原
則を規定している。

Ⅱ． 一般的方針：人権，持続可能な開発，サプライチェーン責任，現地の能力構
築など，最初の具体的勧告を盛り込んでおり，より一般的には企業が事業活
動を行う国で確立されている方針を十分に考慮するよう求めている。

Ⅲ．情報開示：業績と所有権など企業に関するあらゆる重要事項について情報を
開示するよう勧告するとともに，社会，環境，リスクに関する報告など，報
告基準がまだしっかりと確立されていない分野における情報開示を奨励して
いる。

Ⅳ． 雇用・労使関係：児童労働・強制労働，無差別，従業員代表との誠実かつ建
設的交渉の権利等，この分野における企業行動の主要な側面について規定し
ている。

Ⅴ． 環境：企業が健康や安全性への影響など環境保護を強化するよう奨励してい
る。本章には，環境管理システムや環境に重大な損害を与える恐れのある場
合には予防措置をとるべきことなどに関する勧告が含まれている。

Ⅵ． 贈賄防止：公務員と民間人による汚職の双方をカバーし，また，収賄，贈賄
の両方を取り上げている。

Ⅶ． 消費者利益：企業が消費者との取引に際して公正な事業・マーケティング・
宣伝慣行に従って行動し，消費者のプライバシーを尊重し，提供するモノや
サービスの安全性と品質を確保するためにあらゆる妥当な措置を講じるよう
勧告している。

Ⅷ． 科学技術：多国籍企業が事業を行う国々で研究開発活動の成果を普及させる
ことを促進し，それによって受入国の技術革新能力に貢献することを目指し
ている。

Ⅸ． 競争：オープンで競争的な事業環境の重要性を強調している。
Ⅹ． 課税：企業に対し，税法の規定と精神を尊重し，税務当局と協力するよう求
めている。

表5　OECD多国籍企業ガイドラインの主な勧告

（出所：『ヨーロッパのCSRと日本のCSR』p.96「OECD政策フォーカスNo.49, 2003年12月」）
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（
5
）
コ
ー
円
卓
会
議
・
企
業
の
行
動
原
則
（Caux Round Table Principles for Business

）
一
九
九
四
年

欧
州
・
米
国
・
日
本
の
経
営
者
が
ス
イ
ス
のC

aux

で
円
卓
会
議
を
行
い
、
一
九
九
四
年
に
制
定
・
発
表
し
た
企
業
行
動
指
針
。
特
長
と

し
て
は
、
民
間
企
業
に
よ
る
経
営
者
が
集
ま
っ
て
取
り
決
め
た
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
企
業
行
動
指
針
で
あ
る
。

原則1：株主を超えてステークホルダーを尊重する。
原則2：経済的、社会的、環境的開発に貢献する。
原則3：法律の文書と精神を尊重する。
原則4：ルールや協定を尊重する
原則5：責任あるグローバリゼーションを支持する
原則6：環境を尊重する
原則7：不法行為を防止する

表6　CRT（Caux Round Table）原則

（出所：http://www.cauxroundtable.org/  “Caux Round Table”）

Principles for R
esponsible B

usiness

（
二
〇
〇
九
年
三
月
発
行
）
は
四
回
目
の
企

業
行
動
指
針
で
あ
る
）
33
（

。

序
文
に
お
い
て
、
信
用
と
信
頼
は
、
自
由
市
場
や
倫
理
的
ビ
ジ
ネ
ス
の
実
践
を
持
続
す

る
と
述
べ
、
二
〇
〇
九
年
の
世
界
的
財
政
危
機
な
ど
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
世
界
に
お
い
て
倫
理

の
実
践
の
必
要
性
を
強
調
し
て
き
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

C
R
T
（C

aux R
ound Table

）
原
則
は
表
6
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
6
）
E
U
グ
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー

E
U
グ
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー
は
欧
州
委
員
会
が
二
〇
〇
一
年
に
発
表
し
た
も
の
で
、

C
S
R
の
た
た
き
台
と
な
る
も
の
で
あ
る
。「
C
S
R
の
た
め
の
欧
州
の
枠
組
み
の
促
進
」

“Prom
oting a E

uropean fram
ew

ork for C
orporate Social R

esponsibility ” 

の
中
で

C
S
R
と
は
、

「
企
業
が
、
自
発
的
に
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
か
か
わ
り
あ
う
中
で
、
社
会
的
、
環
境
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的
関
心
ご
と
を
経
営
戦
略
、
経
営
活
動
の
中
核
に
取
り
組
む
こ
と
）
34
（

」。

（
原
文
）“M

ost definitions of corporate social responsibility describe it as a concept w
hereby com

panies integrate social 

and environm
ental concerns in their business operations and in their interaction w

ith their stakeholders on a voluntary 

basi

）
35
（s. ”

と
し
て
い
る
。

グ
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー
は
企
業
が
経
済
活
動
、
環
境
問
題
、
社
会
問
題
に
自
主
的
に
取
り
組
む
ト
リ
プ
ル
ボ
ト
ム
ラ
イ
ン
の
考
え
方
に
基
づ

い
て
い
る
。

（
7
）
ト
リ
プ
ル
・
ボ
ト
ル
ラ
イ
ン

持
続
的
な
発
展
に
向
け
て
企
業
が
C
S
R
を
取
り
組
む
際
、
経
済
、
環
境
、
社
会
と
い
っ
た
三
つ
の
局
面
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
こ
と
に

よ
り
価
値
創
造
を
行
っ
て
い
く
と
い
う
概
念
で
、
一
九
九
四
年
イ
ギ
リ
ス
のJohn E

lkington

が“C
annibals w

ith Forks ” 

の
中
で
提
唱

し
た
）
36
（

。
G
R
I
（G

lobal R
eporting Initiative

）
は
経
済
的
側
面
、
環
境
的
側
面
、
社
会
的
側
面
の
ト
リ
プ
ル
・
ボ
ト
ル
ラ
イ
ン
を
ベ
ー

ス
に
し
て
い
る
。Shell

が
い
ち
早
くpublic sustainability reporting

に
こ
の
概
念
を
適
用
し
た
）
37
（

。「
よ
り
持
続
可
能
な
、
か
つ
、
包
括
的

な
世
界
経
済
」
の
実
現
の
た
め
に
、
企
業
は
経
済
的
活
動
の
中
に
、
ま
た
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
関
係
の
中
に
、
環
境
的
側
面
、
社
会
的

側
面
を
い
か
に
組
み
込
ん
で
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
G
R
I
報
告
書
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
ト
リ
プ
ル
・
ボ
ト
ル
ラ
イ
ン
の
概

念
を
適
用
し
て
い
る
）
38
（

。
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5
．
欧
州
の
C
S
R
に
つ
い
て

（
1
）The Responsible Business Sum

m
it 2009

E
thical C

orporation
主
催
のT

he 8th A
nnual R

esponsible B
usiness Sum

m
it 2009 

が
、
二
〇
〇
九
年
五
月
一
一
日
〜
一
二
日 

London

のB
usiness D

esign C
enter

に
お
い
て
開
催
さ
れ
、
筆
者
も
参
加
し
た
。T

he R
esponsible B

usiness Sum
m

it 

は
欧
州
各

国
か
ら
集
ま
り
、
参
加
者
は
三
一
六
名
で
あ
っ
た
。IK

E
A

, Shell, Vodafone, Starbucks 

を
は
じ
め
と
す
る
大
手
企
業
の
C
S
R
に
対

す
る
取
り
組
み
の
報
告
が
な
さ
れ
た
。
報
告
や
参
加
者
と
の
交
流
を
通
し
て
感
じ
た
こ
と
は
、
参
加
者
が
C
S
R
（C

orporate Social 

R
esponsibility

）
は
経
営
に
お
け
る
最
重
要
課
題
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
日
本
の
C
S
R
が
環
境
問
題
中

心
で
あ
る
の
に
対
し
、
欧
州
の
C
S
R
はSustainability

（
持
続
可
能
性
）
が
キ
ー
ワ
ー
ド
で
、
環
境
問
題
、
地
域
社
会
、
人
権
問
題
、

サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
、
雇
用
問
題
な
ど
、
広
範
囲
な
領
域
に
及
ぶ
。
参
加
団
体
に
お
い
て
、
I
T
関
係
の
C
S
R
で
興
味
深
か
っ
た
の

は
、C

C
W

O
R

K
S

（C
orporate and C

om
m

unity W
orks

）
が
、
企
業
に
対
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
投
資
と
し
て
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
情
報
の

ソ
フ
ト
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
企
業
で
は
人
権
問
題
と
し
て
従
業
員
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
C
S
R

の
一
環
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。Social E

nterprise

（
社
会
的
企
業
）
も C

C
W

O
R

K
S

の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
で
あ
る
。
ま
た
、E

C
D

L 

Foundation

は
世
界
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ス
キ
ル
を
向
上
す
る
た
め
に the E

uropean C
om

puter 

D
riving Licence

のcertification program
m

e 

を
展
開
し
、
社
会
で
必
要
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ス
キ
ル
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を
社
会
的
責
任
と

し
て
目
指
し
て
い
る
。Vodafone

は
先
進
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
コ
ア
戦
略
と
し
て
C
S
R
を
展
開
し
て
い
る
。
以
下
に
I
T
企
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業
のVodafone

のT
he R

esponsible B
usiness Sum

m
it 2009

に
お
け
る
報
告
事
例
を
紹
介
し
た
い
。

(
2
）Vodafone

に
お
け
る
C
S
R（M

r. Joaquim
 Croca, H

ead of CR Perform
ance &

 Reporting 
Vodafone Group

）

Vodafone 

は
英
国
の
I
T
企
業
で
あ
る
が
、
①
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
②
ア
ジ
ア
、
環
太
平
洋
地
域
と
中
東
、
③
ア
フ
リ
カ
と
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
三
つ
の
地
域
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
。
グ
ル
ー
プ
の
社
員
は
七
九
〇
〇
〇
人
で
二
七
カ
国
で
展
開
し
て
い
る
。
パ
ー
ト
ナ
ー

マ
ー
ケ
ッ
ト
も
含
め
る
と
四
〇
カ
国
以
上
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
グ
ロ
ー
バ
ル
に
事
業
展
開
し
て
い
る
。Vodafone

で
は
C
S
R
で
は
な
く
C
R（C

orporate R
esponsibility

）
に
な
っ
て

い
る
。Vodafone

の
中
心
的
C
R
戦
略
（C
ore initiative

）
は
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
ア
ク
セ
ス
（A

ccess to com
m

unication

）」

で
あ
り
、
最
終
的
な
目
標
は
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
か
ら
信
頼
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。Vodafone

は
責
任
あ
る
ビ
ジ
ネ
ス
の
実
践
と
し
て
、

①
安
全
で
責
任
の
あ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経
験
（safe and responsible internet experience

）
②
気
候
変
動
に
対
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
の
削
減
（C

lim
ate change

）
③
持
続
的
可
能
性
の
あ
る
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
（sustainable products and services

）
の
三
つ
の
重
点

領
域
を
挙
げ
て
い
る
（
図
1
）。
気
候
変
動
に
関
し
て
は
、Vodafone

は
製
造
業
で
な
い
た
め
に
社
内
で
軽
視
さ
れ
が
ち
な
の
で
、
あ
え
て

重
点
目
標
に
し
て
、
社
内
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
て
い
る
。

Vodafone

の
社
会
的
に
責
任
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
の
主
な
も
の
を
以
下
に
示
す
）
39
（

。

Vodafone

が
、
社
会
的
に
責
任
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
主
な
理
由
（
一
〇
カ
国
の
平
均
）

・ 

製
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
品
質
…
…
…
…
…
二
九
％
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C
ore initiative:
A

ccess to
co

m
m

unicatio
ns

C
R

 strateg
y

E
uro

p
e

A
ccessibility

Inclusive design
P

roducts for excludedC
lim

ate
chang

e
S

ustainab
le

p
ro

d
ucts and

 services

S
up

p
orted

 b
y

R
esp

o
sib

le b
usiness p

ractices
 e.g.

M
P

M
H

**   N
etw

ork roll-out    S
up

p
ly chain m

anagem
ent    P

eop
le     H

&
S

***

U
nd

erp
inned

 b
y

V
alues, p

rincip
les and

 b
ehavio

urs
 e.g.

B
rib

ery and
 C

orrup
tion    Lob

b
ying    Tax    W

histle-b
low

ing

* B
O

P
 =

 B
ase of the econom

ic P
yram

id
      ** M

P
M

H
 =

 M
ob

ile p
hones m

asts and
 health      *** H

&
S

 =
 health and

 safety

S
afe and

 resp
o

nsib
le

Internet exp
erience

W
ith em

p
hasis on three Fo

cus areas

E
M

A
P

A
B

O
P

* products support
S

ocio-econom
ic research

S
ocial innovation

図
1　

Vodafoneの
C

R
戦

略

（
出

典
：

The R
esp

onsib
le B

usiness S
um

m
it 2009に

お
け

る
vod

afone報
告

資
料

よ
り

引
用

）
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・ 

良
い
会
社
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
％

・ 

リ
ー
ゾ
ナ
ブ
ル
な
価
格
…
…
…
…
…
…
一
七
％

・ 
信
頼
で
き
る
ブ
ラ
ン
ド
…
…
…
…
…
…
一
六
％

・ 
カ
ス
タ
マ
ー
サ
ー
ビ
ス
が
良
い
…
…
…
一
二
％

Vodafone

が
、
社
会
的
に
責
任
が
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
主
な
理
由
（
一
〇
カ
国
の
平
均
）

・ 

価
格
が
高
い
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
％

・ 

利
益
中
心
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四
％

・ 

信
用
で
き
な
い
会
社
…
…
…
…
…
…
…
一
三
％

・ 

製
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
品
質
が
悪
い
…
…
一
三
％

・ 

カ
ス
タ
マ
ー
サ
ー
ビ
ス
が
悪
い
…
…
…
一
二
％

Vodafone

の
印
象
を
良
く
す
る
た
め
に
考
え
ら
れ
る
主
な
方
策
（
九
カ
国
の
平
均
）

・ 

よ
り
信
頼
の
お
け
る
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
…
…
…
…
…
…
六
九
％

・ 

慈
善
事
業
に
寄
付
す
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
九
％

・ 

従
業
員
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
機
会
を
認
め
る
…
…
…
…
…
…
…
五
九
％

・ 

会
社
で
事
前
事
業
を
始
め
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
四
％

・ 

社
会
的
・
環
境
的
実
施
内
容
を
報
告
す
る
…
…
…
…
…
…
…
…
五
二
％

・ 

C
E
O
が
社
会
的
責
任
の
あ
る
事
柄
に
関
わ
っ
て
い
る
…
…
…
五
一
％

・ 

N
G
O
や
事
前
事
業
と
関
わ
っ
て
い
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
九
％

・ 

社
会
的
・
環
境
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
宣
伝
す
る
…
…
…
…
…
…
…
四
七
％
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以
上
、
社
会
的
に
責
任
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
主
な
理
由
の
ト
ッ
プ
は
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
品
質
で
あ
り
、
よ
り
信
頼
の
お
け
る
製
品

や
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
行
っ
て
社
会
的
に
責
任
を
持
つ
こ
と
が
一
番Vodafone

の
中
心
的
C
R
（C

orporate R
esponsibility

）
戦
略
で
あ

る
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
を
遂
行
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

Vodafone 

は
八
年
前
よ
り
C
R
部
門
を
設
置
し
、
C
R
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
活
動
を
開
始
し
た
。
そ
し
て
二
〇
〇
七

年
、
二
〇
〇
八
年
、
二
〇
〇
九
年
と
「
世
界
で
も
っ
と
も
倫
理
的
な
企
業
」
の
一
つ
と
し
てE

thisphere m
agazine 

に
よ
り
ラ
ン
ク
さ
れ

た
。

Vodafone 

で
は
、
C
R
部
門
に
な
っ
て
い
る
が
、
近
年
英
国
で
は
C
S
R
か
ら
C
R
に
移
っ
て
き
て
い
る
。

Social

が
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
社
会
の
責
任
と
い
う
概
念
を
な
く
す
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、social

だ
とglobale

な
地
球

環
境
問
題
な
ど
が
抜
け
落
ち
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
に
、social 

と
い
う
言
葉
を
あ
え
て
外
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

英
国
で
は
C
S
R
か
ら
C
R
に
移
っ
て
き
て
い
る
傾
向
に
あ
る
。
今
後
、
C
S
R
か
ら
C
R
（C

orporate R
esponsibility

）
へ
の
動
き

は
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
今
回
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
るsustainable developm

ent 

あ
る
い
はsustainability 

が
C
S
R
の
中
心

概
念
と
な
り
、
今
後
C
S
R
は
さ
ら
にsustainable developem

ent 

に
統
括
さ
れ
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
。
ち
な
み
に
英
国
の
あ
る
書
店

で
は
、
環
境
問
題
の
書
物
がsustainability

の
コ
ー
ナ
ー
と
し
て
陳
列
さ
れ
て
い
た
。
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6
．
I
T
企
業
の
C
S
R
と
企
業
倫
理
・
情
報
倫
理
に
つ
い
て

（
1
）
C
S
R
に
お
け
る
企
業
倫
理

C
aroll

は
、「
C
S
R
は
社
会
に
よ
っ
て
組
織
に
期
待
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
、
経
済
的
、
法
的
、
倫
理
的
、
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
フ
ィ
ー
的

な
も
の
を
包
含
す
る
）
40
（

」
と
述
べ
て
い
る
が
、
C
S
R
を
四
つ
の
相
互
に
関
係
す
る
責
任
の
多
層
の
概
念
と
み
な
し
て
い
る
（
図
2
））

41
（

。

四
つ
の
責
任
と
は
、

・Philanthropic R
esponsibility

（
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
フ
ィ
ー
的
責
任
）

・E
thical R

esponsibility

（
倫
理
的
責
任
）

・Legal R
esponsibility

（
法
的
責
任
）

・E
conom

ic R
esponsibility

（
経
済
的
責
任
）

で
あ
る
。
株
主
や
従
業
員
へ
要
求
さ
れ
る
経
済
的
責
任
、
ビ
ジ
ネ
ス
を
行
っ
て
い
く
う
え
で
義
務
と
し
て
要
求
さ
れ
る
法
的
責
任
、
さ
ら
に

期
待
さ
れ
る
責
任
と
し
て
倫
理
的
責
任
、
願
望
さ
れ
る
責
任
と
し
て
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
フ
ィ
ー
的
責
任
が
あ
る
。
倫
理
的
責
任
は
企
業
と
し
て

何
が
善
で
公
正
・
公
平
で
あ
る
か
、
社
会
に
対
す
る
責
任
で
あ
る
。
企
業
の
不
祥
事
が
続
く
中
で
、
こ
の
企
業
倫
理
は
、
C
S
R
の
中
核

と
な
る
も
の
で
あ
り
、
企
業
倫
理
な
く
し
て
C
S
R
は
語
れ
な
い
。
ま
た
、
情
報
社
会
に
お
い
て
、
情
報
倫
理
は
企
業
倫
理
な
く
し
て
語

れ
な
い
の
で
あ
る
。
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197 CSRと情報倫理

（
2
）
企
業
倫
理
（Business Ethics

）

R
ichard T. D

e G
eorge

に
よ
れ
ば
、
企
業
倫
理
は
一
九
六
〇
年
代
に

議
論
が
起
こ
っ
た
）
42
（

。
た
と
え
ば
、
適
正
な
賃
金
へ
の
従
業
員
の
権
利
、
き

ち
ん
と
し
た
雇
用
、
広
告
・
宣
伝
の
信
頼
性
、
誠
実
な
商
取
引
な
ど
で
あ

る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
ビ
ジ
ネ
ス
の
社
会
的
問

題
が
沸
き
起
こ
っ
た
。
反
体
制
文
化
の
出
現
、
争
い
の
種
と
な
っ
た
ベ
ト

ナ
ム
戦
争
、
環
境
・
公
害
問
題
な
ど
の
増
加
、
核
や
毒
物
の
問
題
、
軍
需

産
業
へ
の
反
対
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
が
沸
き
起
こ
っ
た
の
は
、

消
費
者
運
動
の
勃
発
と
、
消
費
者
運
動
が
大
き
く
成
長
し
た
こ
と
に
あ

る
。
ビ
ジ
ネ
ス
は
社
会
的
な
配
慮
を
欠
け
て
い
た
こ
と
や
数
多
く
の
危
害

を
社
会
に
与
え
た
こ
と
が
非
難
さ
れ
た
。

一
九
七
〇
年
代
に
は
企
業
倫
理
の
勃
発
の
動
き
が
見
ら
れ
る
。
ビ
ジ
ネ

ス
はthe N

ational C
ham

ber of C
om

m
erce 

な
ど
が
ス
ポ
ン
サ
ー
に

な
っ
て
開
催
さ
れ
る
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
や
、
大
学
の
主
導
に
よ
る
、
企
業

人
、
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
の
学
者
、
哲
学
や
宗
教
部
門
、
ロ
ー
ス
ク
ー

ル
や
他
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
を
交
え
た
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
な
ど
に
よ
っ

て
取
り
上
げ
ら
れ
る
多
く
の
公
的
な
関
心
事
に
対
し
て
影
響
を
受
け
た
。

Expected by society

Desired by society

Required by society

Required by society

Ethical
Responsibility

Philanthropic
Responsibility

Legal
Responsibility

Economic
Responsibility

図2　CSRの多重階層概念

（出典：Carroll’s four-Part Model of Corporate Social Responsibility（1991））
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企
業
倫
理
は
、
薬
の
倫
理
的
問
題
に
人
々
が
関
心
を
寄
せ
た
医
療
倫
理
を
モ
デ
ル
に
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、T

he M
yth of A

m
oral 

B
usines

）
43
（s 

は
な
お
根
強
く
、
多
く
は
、
企
業
倫
理
の
考
え
方
を
懐
疑
的
に
取
り
扱
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
領
域
の
研
修
は

徐
々
に
紹
介
さ
れ
、
大
学
や
カ
レ
ッ
ジ
で
は
企
業
倫
理
の
科
目
が
設
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
、
企
業
倫
理
の
領
域
に
お
け
る
活
動
は
顕
著
な
も
の
と
な
っ
て
き
た
。
こ
の
一
〇
年
間
で
、
フ
ォ
ー
チ
ュ
ン

五
〇
〇
社
は
企
業
倫
理
綱
領
を
適
用
し
、
従
業
員
が
倫
理
的
な
事
柄
を
登
録
で
き
る
よ
う
な
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
の
開
設
、
役
員
や
部
長
レ
ベ
ル

の
倫
理
委
員
会
の
設
置
、
倫
理
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
始
な
ど
が
な
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
九
〇
年
代
に
入
り
、
一
九
九
一
年
にthe U

. S. 

C
ongress

は
、
企
業
が
法
律
に
抵
触
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に “Federal Sentencing G

uidelines ” 

を
制
定
し

た
。
企
業
倫
理
の
動
き
は
大
学
、
企
業
、
社
会
、
行
政
で
社
会
的
現
象
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
企
業
倫
理
は
、
社
会
的
な
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
の
中
で
、
そ
の
必
要
性
の
認
知
度
を
高
め
て
い
っ
た
。

企
業
倫
理
は
一
般
的
倫
理
の
一
部
で
あ
る
が
、
倫
理
と
ビ
ジ
ネ
ス
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
領
域
で
あ
る
）
44
（

。
決
し
て
、
倫
理
と

ビ
ジ
ネ
ス
が
背
を
向
け
あ
う
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
I
C
T
が
発
展
し
た
今
日
で
は
、
企
業
倫
理
は
、
国
家
的
、
国
際
的
、
世
界
的
に

な
り
、
地
理
的
な
制
約
を
受
け
る
も
の
で
は
な
い
。

R
ichard T. D

e G
eorge

は
、
企
業
倫
理
が
典
型
的
に
五
種
類
の
活
動
を
含
む
と
し
て
い
る
）
45
（

。
一
番
目
は
、
一
般
的
倫
理
を
ビ
ジ
ネ
ス
に

お
け
る
特
別
の
場
合
や
実
践
に
適
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
い
て
行
為
を
す
る
こ
と
が
道
徳
的
で
あ
る
か
ど
う
か
、
決
定
す

る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
二
番
目
の
活
動
は
メ
タ
倫
理
学
的
で
あ
る
。
個
人
に
対
し
て
道
徳
の
言
葉
が
適
用
さ
れ
る
の
と
同
様
に
、
組
織
や

企
業
、
ビ
ジ
ネ
ス
へ
の
適
用
が
同
じ
よ
う
に
為
さ
れ
う
る
か
は
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
人
間
と
同
様
、
企
業
へ
適
格
に
適
用
す
る
と
し
た

ら
、
責
任
の
意
味
は
、
変
わ
っ
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
。
企
業
倫
理
と
一
般
の
倫
理
と
は
相
互
関
係
が
あ
る
。
し
か
し
、
企
業
倫
理
は
、
一

般
的
な
理
論
で
は
規
定
し
て
い
な
い
、
仕
事
そ
の
も
の
の
要
求
か
ら
来
る
メ
タ
倫
理
的
な
探
究
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
三
番
目
の
企
業
倫

理
の
活
動
は
、
倫
理
上
の
観
点
か
ら
の
前
提
や
倫
理
上
の
前
提
と
ビ
ジ
ネ
ス
の
前
提
の
両
方
の
分
析
で
あ
る
。
ビ
ジ
ネ
ス
は
経
済
シ
ス
テ
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ム
の
中
で
動
い
て
お
り
、
企
業
倫
理
の
適
切
な
課
業
の
部
分
は
、
一
般
に
経
済
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
倫
理
性
に
つ
い
て
湧
き
上
が
る
質
問

で
あ
る
。
四
番
目
は
、
企
業
倫
理
が
し
ば
し
倫
理
の
領
域
を
超
え
て
他
の
哲
学
の
領
域
や
、
経
済
論
や
組
織
論
の
よ
う
な
学
問
領
域
に
導

か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
企
業
倫
理
が
典
型
的
に
含
ま
れ
て
い
る
五
番
目
の
活
動
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
け
る
個
人
や
会
社
が
道
徳

上
賞
賛
に
値
し
、
模
範
と
な
る
行
為
を
描
く
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
五
つ
の
典
型
的
な
活
動
が
あ
る
とD

e G
eorge

は
述
べ
る
が
、
企
業
倫

理
の
特
徴
は
、
大
き
く
一
般
倫
理
の
応
用
と
し
て
の
企
業
倫
理
、
職
業
倫
理
と
し
て
の
企
業
倫
理
、
ビ
ジ
ネ
ス
と
倫
理
の
学
際
的
な
領
域

と
し
て
の
企
業
倫
理
の
側
面
が
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
情
報
社
会
に
お
い
て
企
業
活
動
は
I
C
T
（Inform

ation and com
m

unication 

Technology

）
に
依
存
し
て
お
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
企
業
倫
理
は
I
C
T
の
倫
理
的
側
面
、
す
な
わ
ち
情
報
倫
理

と
密
接
に
関
係
し
て
き
て
い
る
。

（
3
）
企
業
倫
理
と
情
報
倫
理

情
報
社
会
に
お
け
る
企
業
倫
理
は
情
報
倫
理
と
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
か
、
そ
の
位
置
付
け
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
I
C
T
の
発

展
は
企
業
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
も
た
ら
し
、
時
間
・
空
間
的
な
壁
を
取
り
払
い
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
効
率
性
を
高
め
る
な
ど
大
き
な
便
益
を
与
え

て
い
る
。
一
方
で
I
C
T
の
発
展
に
よ
り
情
報
の
扱
う
範
囲
が
広
が
り
、
情
報
の
漏
洩
や
社
会
に
及
ぼ
す
影
響
が
大
き
く
、
広
範
囲
に
拡

大
し
て
き
て
い
る
。
特
に
I
T
企
業
は
I
C
T
を
社
会
に
提
供
し
て
お
り
、
そ
の
I
C
T
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
企
業
の
社
会
的
責

任
を
負
う
。
そ
の
意
味
で
I
T
企
業
に
お
い
て
、
企
業
倫
理
は
情
報
倫
理
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

情
報
社
会
に
お
い
て
、
I
C
T
を
提
供
す
る
側
と
利
用
す
る
側
が
あ
る
（
図
3
）。
I
C
T
を
提
供
す
る
側
の
I
T
企
業
は
、
た
と
え
ば
、

I
C
T
の
設
計
構
想
を
行
い
企
画
・
開
発
を
行
う
が
、
I
C
T
自
体
の
設
計
構
想
の
意
図
に
対
す
る
情
報
技
術
の
倫
理
が
あ
る
。
情
報
技

術
自
体
に
倫
理
性
は
な
い
が
、
そ
の
情
報
技
術
を
作
り
出
す
人
間
の
側
に
倫
理
性
が
あ
る
。
ま
た
、
情
報
技
術
の
政
策
過
程
で
コ
ー
ド
化
し
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た
り
テ
ス
ト
を
行
っ
た
り
し
て
情
報
処
理
を
行
う
情
報
処
理
技
術
者
の

倫
理
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
倫
理
（professional 

ethics

）
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。
一
方
、
I
T
企
業
に
よ
っ
て
提
供

さ
れ
た
I
C
T
を
利
用
す
る
側
の
倫
理
が
あ
る
。
利
用
す
る
側
が
、

I
C
T
の
本
来
の
目
的
に
沿
っ
た
正
し
い
使
い
方
を
す
る
か
、
あ
る

い
は
I
C
T
を
悪
用
し
た
り
し
な
い
か
、
I
C
T
を
利
用
す
る
際
に

情
報
漏
え
い
や
著
作
権
の
侵
害
を
行
わ
な
い
か
な
ど
、
I
C
T
を
利

用
す
る
際
の
利
用
者
側
の
倫
理
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
I
C
T
を
提
供

す
る
側
と
利
用
す
る
側
の
倫
理
は
情
報
社
会
の
中
に
あ
っ
て
、
企
業
倫

理
の
大
き
な
ウ
ィ
ト
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

I
C
T
が
急
速
に
発
展
し
て
き
て
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
あ
ら
ゆ
る
局
面

に
適
用
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
も
は
や
I
C
T
の
利
用
な
し
で
は
ビ

ジ
ネ
ス
が
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
I
C
T
が
ど

の
よ
う
に
利
用
さ
れ
る
べ
き
か
、
社
会
の
様
々
な
機
能
が
I
C
T
に

依
存
し
て
お
り
、
社
会
に
と
っ
て
良
い
使
わ
れ
方
を
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
不
本
意
な
I
C
T
の
利
用
、
誤
っ
た
利

用
に
よ
り
社
会
に
負
の
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
き
た
。

I
C
T
の
開
発
、
そ
し
て
利
用
は
正
し
い
方
向
で
行
わ
れ
る
べ
き
で

あ
る
が
、
必
ず
し
も
意
図
に
そ
っ
た
開
発
、
利
用
に
な
る
と
は
限
ら
な

企業倫理

情報倫理

提供側の
情報倫理

利用側の
情報倫理

利用者

利用側

情報技術

情報処理
技術者

提供側

図3　情報倫理と企業倫理の関係

（出典：花岡菖『組織の境界と情報倫理』白桃書房，2003，p.192)
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い
の
で
あ
る
。
ま
た
I
C
T
の
場
合
は
、
そ
こ
に
は
責
任
の
所
在
の
不
明
確
さ
が
付
き
ま
と
っ
て
く
る
。

J. H
. M

oor

は“W
hat is com

puter ethics ” 

の
中
に
お
い
て
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
倫
理
の
典
型
的
な
問
題
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
を
ど

の
よ
う
に
使
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
ポ
リ
シ
ー
の
真
空
状
態
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
）
46
（

」
と
述
べ
て
お
り
、「
ポ
リ
シ
ー
の
真
空

状
態
（policy vacuum

）」
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
倫
理
的
な
問
題
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。M

oor

は
「
倫
理
的
に

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
使
用
す
る
た
め
に
、
そ
れ
に
対
応
し
た
ポ
リ
シ
ー
の
形
成
と
正
当
化
を
行
う
こ
と
」
を
述
べ
て
い
る
）
47
（

。

し
か
し
な
が
ら
、
ポ
リ
シ
ー
の
形
成
を
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
ポ
リ
シ
ー
の
真
空
状
態
に
は
、
し
ば
し
ば
概
念
の
真
空
状
態
（conceptual 

vacuum

）
や
概
念
の
混
乱
（conceptual m

uddle

）
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
ム
ー
ア
は
述
べ
て
い
る
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
は
最
も
重
要
な
要
因
が
あ
る
。
そ
れ
は
不
可
視
性
（invisibility

）
で
あ
る
）
48
（

。
ム
ー
ア
は
不
可
視
性
に
三
つ
の
種
類
を

述
べ
て
い
る
）
49
（

。
ひ
と
つ
は
倫
理
的
に
重
要
な
、
最
も
顕
著
な
不
可
視
性
は
、
見
え
ざ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
乱
用
（invisible abuse

）
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
見
え
ざ
る
操
作
で
、
故
意
に
非
倫
理
的
な
行
為
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。

二
番
目
の
不
可
視
性
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
埋
め
込
ま
れ
た
、
見
え
ざ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
価
値
判
断
（invisible pro-

gram
m

ing value

）
で
あ
る
。
要
求
仕
様
を
満
た
す
た
め
に
、
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
は
、
何
が
重
要
で
、
何
が
重
要
で
は
な
い
か
の
価
値
判
断
を

行
い
、
最
終
製
品
に
そ
の
価
値
判
断
が
埋
め
込
ま
れ
る
。
し
か
し
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
行
す
る
ユ
ー
ザ
ー
に
は
そ
の
価
値
判
断
が
わ
か
ら
な

い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三
番
目
は
、
最
も
や
っ
か
い
な
、
見
え
ざ
る
複
雑
な
計
算
処
理
（invisible com

plex caluculation

）
で
あ
る
。
今
日
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

や
ス
ー
パ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
人
間
の
検
証
や
理
解
す
る
に
は
あ
ま
り
に
も
複
雑
に
な
り
す
ぎ
て
い
る
。
問
題
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
見
え

ざ
る
計
算
処
理
を
ど
れ
だ
け
わ
れ
わ
れ
が
信
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
、
ム
ー
ア
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
不
可
視
性
に
つ
い
て
問
題
提
起
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

情
報
倫
理
の
問
題
を
考
え
る
際
、
こ
の
不
可
視
性
は
重
要
で
あ
る
。
I
C
T
の
責
任
の
所
在
が
不
明
確
に
な
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
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ム
ー
ア
の
不
可
視
性
の
種
類
で
は
、
一
番
目
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
乱
用
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
利
用
側
で
あ
る
。
二
番
目
の
見
え
ざ
る
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
価
値
判
断
と
三
番
目
の
見
え
ざ
る
複
雑
な
計
算
処
理
は
I
C
T
の
提
供
側
で
あ
る
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
不
可
視
性
はthe M

yth of A
m

oral C
om

puting and Inform
ation Technolog

）
50
（y 

を
生
み
出
し
う
る
。
す
な
わ
ち
、

I
C
T
と
倫
理
は
背
を
む
き
あ
う
と
い
う
神
話
で
あ
る
。
不
可
視
性
の
故
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
様
々
な
不
具
合
が
生
じ
、
社
会
に
影

響
を
与
え
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
責
任
の
所
在
が
は
っ
き
り
と
し
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
作
成
す
る
技
術
者
は
そ
の
製
品
に
責
任
が
あ
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
自
体
に
は
責
任
は
な
い
。
し

か
し
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
開
発
す
る
側
、
使
用
す
る
側
に
責
任
が
あ
る
。
I
C
T
を
開
発
し
、
管
理
し
、
使
用
す
る
の
は
人
間
で
あ
る
。

I
C
T
に
よ
っ
て
生
じ
る
倫
理
的
な
問
題
は
、
す
べ
て
人
間
に
起
因
す
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
不
可
視
性
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、

I
C
T
の
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
開
発
す
る
側
の
責
任
は
重
大
で
あ
る
。
I
C
T
開
発
は
川
上
の
部
分
で
あ
る
。
い
か
に
社
会
に
と
っ
て
善

い
と
い
う
判
断
基
準
の
も
と
で
I
C
T
の
開
発
が
な
さ
れ
る
か
が
情
報
倫
理
の
大
き
な
課
題
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
情
報
倫
理
の
中
で

I
C
T
の
開
発
に
携
わ
る
技
術
者
た
ち
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
倫
理
が
今
後
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
4
）
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
倫
理
・
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
倫
理
・
情
報
倫
理

こ
こ
で
、Com
puter E

thics

とProfessional ethics, Inform
ation ethics 

に
関
し
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
情
報
倫
理
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
倫
理
と
ほ
ぼ
同
意
で
使
わ
れ
て
い
る
。
情
報
化
社
会
の
進
展
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
主
役
と
し
て
為
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
倫
理
が
最
初
に
論
じ
ら
れ
、
近
年
の
情
報
社
会
に
お
い
て
情
報
倫
理
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
最
初
のC

om
puter 

E
thics

の
本
質
に
つ
い
て
の
論
述
は
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ム
ー
ア
の
論
文“W

hat is com
puter ethics ”

（1985

）
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
文
の

中
で
ム
ー
ア
は
最
初
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
倫
理
に
つ
い
て
の
定
義
を
示
し
、
情
報
社
会
に
お
け
る
倫
理
的
問
題
に
対
し
完
全
と
も
い
え
る
発
表
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を
行
っ
た
）
51
（

」。

“W
hat is com

puter ethics ”

の
中
で
、
ム
ー
ア
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
倫
理
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
倫
理
と
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
本
質
と
社
会
に
及
ぼ
す
影
響
を
分
析
し
、
倫
理
的
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
を
使
用
す
る

た
め
に
、
そ
れ
に
対
応
し
た
ポ
リ
シ
ー
の
形
成
と
正
当
化
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。」

“C
om

puter E
thics is the analysis of the nature and social im

pact of com
puter technology and the corresponding 

form
ulation and justification of policies for the ethical use of such technolog

）
52
（y. ”

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
倫
理
と
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
倫
理
に
つ
い
て
、G

otterbarn

は
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
倫
理
が
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル

倫
理
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
位
置
付
け
て
い
る
）
53
（

。
ま
た
、Floridi

に
よ
れ
ば
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
倫
理
は
ま
だ
哲
学
上
の
地
位
を

得
た
論
題
と
し
て
俎
上
に
上
が
っ
て
き
て
い
な
い
と
い
う
。
今
日
の
ほ
と
ん
ど
の
哲
学
者
た
ち
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
倫
理
を
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ

ナ
ル
倫
理
の
実
際
的
な
主
題
と
見
な
し
て
い
る
。
ま
た
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
倫
理
に
つ
い
て
、
哲
学
者
た
ち
は
職
人
倫
理
（carpenters 

ethics

）
の
よ
う
に
見
な
し
て
い
る
」
と
い
う
）
54
（

。

Floridi

は
情
報
倫
理
（Inform

ation E
thics

）
と
情
報
哲
学
（Inform

ation Philosophy

）
の
二
つ
の
分
野
で
の
第
一
人
者
で
あ
る
が
、

彼
は
、
情
報
倫
理
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
倫
理
の
こ
と
に
つ
い
て
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
倫
理
の
哲
学
的
な
状
況
は
メ
ソ
ド
ロ
ジ
カ
ル
な
問
題
で
あ

り
、
情
報
倫
理
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
倫
理
の
哲
学
的
な
基
礎
的
な
部
分
で
あ
り
、
情
報
領
域
の
倫
理
あ
る
い
は
環
境
倫
理
の
特
殊
な
ケ
ー
ス
の

よ
う
に
見
な
せ
る
」
と
述
べ
て
い
る
）
55
（

。
ま
た
、
情
報
倫
理
は
「
幅
広
い
倫
理
的
論
説
の
た
め
の
信
頼
あ
る
基
盤
と
今
の
時
代
や
情
報
革
命
を

特
徴
づ
け
る
価
値
あ
る
情
報
源
を
提
供
す
る
。
し
か
し
、
ま
だ
ス
タ
ー
ト
し
た
ば
か
り
の
領
域
で
あ
る
」
とFloridi

は
述
べ
て
い
る
）
56
（

。

Floridi 

と
情
報
倫
理
の
必
要
性
に
つ
い
て
対
談
す
る
機
会
を
得
た
が
、Floridi 
に
よ
れ
ば
、「
情
報
倫
理
は
今
後
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ

て
く
る
。
情
報
倫
理
は
環
境
問
題
と
非
常
に
よ
く
似
て
い
て
、
次
世
代
に
継
承
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
目
先
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の
便
益
や
効
果
の
こ
と
だ
け
に
目
を
向
け
が
ち
だ
が
、
環
境
問
題
は
知
ら
な
い
う
ち
に
大
き
な
問
題
に
発
展
し
て
き
て
い
る
。
そ
れ
と
同
様

に
情
報
社
会
の
問
題
も
、
今
は
大
丈
夫
と
思
っ
て
い
て
も
徐
々
に
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
情
報
倫
理
は
軽
視
さ
れ
が
ち
だ
が
、

将
来
の
こ
と
を
考
え
て
優
先
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
倫
理
と
情
報
倫
理
は
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る

が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
倫
理
は
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
倫
理
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
情
報
倫
理
は
も
う
少
し
広
い
意
味
あ
い
が

あ
り
、
よ
り
哲
学
的
で
あ
る
。
情
報
倫
理
は
、
国
や
文
化
、
宗
教
な
ど
の
違
い
か
ら
よ
り
複
雑
に
入
り
組
ん
で
お
り
、
明
確
な
定
義
を
す
る

の
が
な
か
な
か
難
し
い
。
ま
た
、
企
業
倫
理
（business ethics

）
と
情
報
倫
理
に
つ
い
て
は
、
今
後
ま
す
ま
す
歩
み
寄
り
、
相
互
に
関
係

が
深
く
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
た
。

情
報
倫
理
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
倫
理
は
ほ
ぼ
同
じ
意
味
に
使
わ
れ
る
が
、「
情
報
社
会
に
お
け
る
倫
理
」
と
し
て
、
情
報
倫
理
は
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
倫
理
よ
り
も
広
義
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
倫
理
は
狭
義
の
情
報
倫
理
と
し
て
情
報
倫
理
の
中
心
的

な
部
分
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
倫
理
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
者
の
倫
理
で
あ
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
倫
理
に
お

け
る
I
C
T
を
提
供
す
る
側
の
倫
理
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
I
T
企
業
に
お
け
る
情
報
倫
理
は
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
倫
理
が
中
心
的

な
主
題
と
な
る
。

7
．
I
T
企
業
に
お
け
る
C
S
R
と
情
報
倫
理

（
1
）
I
T
企
業
に
お
け
る
C
S
R
の
取
組
み

I
T
企
業
に
お
け
る
C
S
R
に
つ
い
て
、Paul Floey, C

hanka Jayaw
ardhena 

が
二
〇
〇
一
年
に
英
国
の
二
二
〇
社
を
調
査
し
た
結
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果
に
よ
る
と
、「
会
社
の
規
模
が
C
S
R
へ
の
対
応
を
決
定
す
る
の
に
影
響
し
て
い
る
」
と
い
う
）
57
（

。
以
下
に
そ
の
要
点
を
示
す
。「
I
T
企

業
に
お
け
る
C
S
R
は
、
財
政
面
の
欠
如
が
障
害
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
I
T
企
業
の
収
益
が
減
少
し
て
い
る
時
期
に
慈
善
的
貢
献

は
真
っ
先
に
削
減
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
社
会
で
の
影
響
が
大
き
く
な
っ
て
き
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

七
二
％
の
I
T
企
業
は
C
S
R
戦
略
で
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
な
い
。
ほ
ん
の
一
五
％
の
I
T
企
業
が
地
域
社
会
の
グ
ル
ー

プ
と
一
緒
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ア
ク
セ
ス
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
行
っ
て
お
り
、
四
企
業
の
み
が
個
人
や
家
庭
が
、
家
か
ら
の
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
ア
ク
セ
ス
を
助
け
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
行
っ
て
い
る
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の

I
T
領
域
へ
の
貢
献
は
、
I
T
企
業
に
と
っ
て
、
他
の
い
か
な
る
環
境
的
、
社
会
的
、
芸
術
的
、
地
域
社
会
や
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
の
関
わ
り

よ
り
も
直
接
的
な
利
益
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。
自
社
の
I
T
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
に
関
係
し
た
活
動
に
焦
点
を
絞
る
こ
と
が
で
き
な
い
理

由
の
一
つ
は
、
C
S
R
へ
の
戦
略
が
貧
弱
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

C
S
R
を
推
進
し
て
い
く
た
め
の
最
善
戦
略
や
慈
善
的
貢
献
へ
の
明
確
な
ポ
リ
シ
ー
の
策
定
は
、
大
企
業
を
除
い
て
ま
れ
で
あ
っ
た
。
こ

の
I
T
企
業
の
C
S
R
の
方
向
性
の
な
さ
は
、
自
分
た
ち
の
ビ
ジ
ネ
ス
が
よ
く
見
え
な
い
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
」
と
調
査
レ
ポ
ー
ト
で

述
べ
ら
れ
て
い
る
）
58
（

。

T
he R

esponsible B
usiness Sum

m
it 2009

の
I
T
企
業
の
例
で
取
り
上
げ
たVodafone 

は
、
コ
ア
C
R
戦
略
と
し
て
「
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
」
を
明
言
し
て
お
り
、
最
終
的
な
目
標
は
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
か
ら
信
頼
を
得
る
こ
と
に
置
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
実
践

と
し
て
自
社
の
I
T
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
に
関
係
し
た
活
動
に
焦
点
を
あ
て
、
安
全
で
信
頼
で
き
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
の
実
現
や
持
続

的
可
能
性
の
あ
る
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
挙
げ
て
い
る
。
自
社
の
コ
ア
コ
ン
ピ
タ
ン
ス
が
明
確
で
C
S
R
戦
略
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
企
業

の
一
つ
で
あ
る
。

他
に
、
現
在
C
S
R
の
取
組
が
良
く
行
わ
れ
て
い
る
I
T
企
業
に
つ
い
て
、
特
に
情
報
倫
理
の
側
面
か
ら
N
T
T
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
ズ
及
び
I
B
M
の
C
S
R
報
告
書
か
ら
特
徴
を
概
観
し
た
い
。
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N
T
T
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
で
は
C
S
R
を
「
I
C
T
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、
情
報
通
信
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を

通
じ
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
規
模
で
社
会
の
新
た
な
価
値
創
造
や
問
題
解
決
に
取
り
組
み
、
豊
か
で
持
続
可
能
な
社
会
の
実
現
に
貢
献
し
て
い

く
」
活
動
で
あ
る
と
位
置
付
け
て
い
る
。

こ
の
C
S
R
基
本
方
針
推
進
の
た
め
に
、「
社
会
へ
の
貢
献
」、「
地
球
環
境
保
護
」、「
人
材
の
尊
重
」
を
三
つ
の
C
S
R
の
柱
と
し
て
い

る
。
そ
し
て
、「
社
会
へ
の
貢
献
」
に
お
い
て
は
、
①
安
定
的
で
信
頼
性
の
高
い
情
報
通
信
サ
ー
ビ
ス 

②
安
心
・
安
全
な
社
会
の
実
現 

③
お

客
様
へ
の
誠
実
な
対
応 
④
社
会
と
の
か
か
わ
り
な
ど
を
掲
げ
て
い
る
。
安
心
・
安
全
な
社
会
の
実
現
安
で
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
サ
ー
ビ
ス
提

供
上
の
最
重
要
事
項
と
位
置
付
け
、
安
心
・
安
全
に
向
け
た
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
確
保
の
取
組
と
し
て
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
の
国
際
規
格 ISO

/IE
C

 27001 
に
基
づ
き
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
推
進
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、「
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
室
」
を
設
置
し
、
①
規
定
や
標
準
の
制
定
と
全
従
業
員
へ
の
教
育
啓
発 

②
全
社
共
通
の
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
策
定
と

実
装 

③
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
規
定
の
遵
守
状
況
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
是
正 

④
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
事
故
へ
の
一
元
的
な
対
応
ま
た
、
顧
客

情
報
・
個
人
情
報
の
保
護
に
向
け
た
対
策
を
行
っ
て
い
る
。

N
T
T
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
の
C
S
R
推
進
体
制
と
し
て
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
、
人
権
の
尊
重
、

ビ
ジ
ネ
ス
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
重
要
な
課
題
と
し
て
い
る
。
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
の
整
備
で
は
、
企
業
倫
理
推
進
体
制
の
整
備
を

進
め
て
い
る
。
ま
た
、「
職
場
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
研
修
」、「
職
場
人
権
啓
発
研
修
」
な
ど
企
業
倫
理
的
な
啓
発
活
動
の
実
践
も
行
わ
れ
て

い
る
。

一
方
、
I
B
M
は
共
通
の
価
値
観 IB

M
ers Value

（
①
お
客
様
の
成
功
に
全
力
を
尽
く
す 

②
私
た
ち
、
そ
し
て
世
界
に
価
値
あ
る
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン 

③
あ
ら
ゆ
る
関
係
に
お
け
る
信
頼
と
一
人
ひ
と
り
の
責
任
）
に
基
づ
い
て
C
S
R
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
特
に
情
報
関
係
で

は
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
を
と
っ
て
お
り
、
自
然
災
害
、
疫
病
、
情
報
漏
え
い
、
製
品
障
害
、
ネ
ッ
ト
障
害
な
ど
の
リ
ス
ク
に
対
し

て
の
取
組
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
へ
の
取
り
組
み
と
し
て
、
顧
客
及
び
会
社
の
情
報
資
産
を
保
護
し
、
情
報
の
機
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密
性
・
完
全
性
・
可
用
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、ISO

/IE
C

 27001

の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
構
築
と
運
用
を
実
施
し
て
い
る
。

N
T
T
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
及
び
I
B
M
と
も
、
国
際
規
格 ISO

/IE
C

 27001 

を
導
入
し
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
あ

た
っ
て
い
る
。
I
C
T
を
社
会
で
安
心
し
て
、
安
全
に
使
っ
て
い
く
た
め
に
は
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
へ
の
取
り
組
み
が
優
先
課
題
で
あ
る
。

（
2
）
I
T
企
業
に
お
け
る
C
S
R
の
本
質
的
側
面

I
T
企
業
に
お
け
る
C
S
R
の
取
り
組
み
の
本
質
的
側
面
は
、
提
供
す
る
I
C
T
が
真
に
社
会
に
役
立
ち
、
情
報
社
会
の
進
展
に
誠
実

で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
ム
ー
ア
の
言
う
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
を
ど
の
よ
う
に
使
う
か
と
い
う
ポ
リ
シ
ー
の
真
空
状
態
（policy Vacuum

）

を
克
服
し
、
明
確
な
ポ
リ
シ
ー
の
も
と
に
社
会
に
役
立
つ
I
C
T
を
提
供
す
る
こ
と
を
常
に
心
が
け
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
の
た
め

に
も
、
I
T
企
業
は
自
社
の
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
通
し
て
社
会
に
役
立
つ
I
C
T
を
提
供
し
、
社
会
貢
献
を
行
う
と
い
う
明
確
な
C
S
R

戦
略
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

I
C
T
の
発
展
は
デ
ジ
タ
ル
デ
バ
イ
ド
と
い
う
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
が
、
I
T
企
業
は
、
本
来
は
こ
の
問
題
に
携
わ
る
の
に
最

も
良
い
立
場
に
あ
る
。
I
T
企
業
は
I
C
T
の
発
展
に
よ
っ
て
発
生
す
る
デ
ジ
タ
ル
デ
バ
イ
ド
の
解
消
に
つ
と
め
る
こ
と
が
C
S
R
の
実

践
で
あ
る
。

ま
た
、
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
安
心
・
安
全
を
保
障
す
る
た
め
に
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
が
I
T
企
業
の
役
割

で
あ
り
、
責
任
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
国
際
規
格
で
あ
る ISO

/IE
C

 27001 
を
取
得
し
て
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

を
構
築
す
る
こ
と
が
一
つ
の
方
策
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。ISO

/IE
C

 27001 
で
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
は
、「
情
報
の
機
密
性
、
完
全
性

及
び
可
用
性
を
維
持
す
る
こ
と
。
さ
ら
に
真
正
性
、
責
任
追
跡
性
、
否
認
防
止
及
び
信
頼
性
の
よ
う
な
特
性
を
維
持
す
る
こ
と
を
含
め
て
も

よ
い
）
59
（

」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
が
、
情
報
の
機
密
性
（C

onfidentiality

）、
完
全
性
（Integrity
）、
可
用
性
（A

vailability

）
を
維
持
す
る
た
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め
に
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
体
制
を
構
築
し
、
顧
客
情
報
及
び
I
T
企
業
自
体
の
情
報
の
保
護
と
責
任
あ
る
運
用
体
勢
構
築
す
る
こ
と
に
よ

り
、
I
T
企
業
と
し
て
の
一
つ
の
責
任
を
果
た
す
こ
と
が
C
S
R
の
実
践
で
あ
る
。

（
3
）
I
T
企
業
に
お
け
る
情
報
倫
理
の
必
要
性

先
に
、
い
か
に
社
会
に
と
っ
て
善
い
と
い
う
判
断
基
準
の
も
と
で
I
C
T
の
開
発
が
な
さ
れ
る
か
が
情
報
倫
理
の
大
き
な
課
題
と
な
る

と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。

Terrell W
ard B

ynum
 

やSim
on R

ogerson 

ら
は
、

「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
者
は
良
い
に
つ
け
悪
い
に
つ
け
、
世
界
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
力
を
持
っ
て
い
る
）
60
（

」。
そ
れ
故
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
技
術
者
は
、
社
会
に
対
し
て
、
特
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
そ
の
他
、
彼
ら
が
生
み
出
し
て
、

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
I
T
機
器
に
よ
っ
て
直
接
影
響
を
受
け
る
人
々
や
社
会
に
対
し
て
責
任
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
飛
行
機
や
原
子
力
発

電
所
、
医
療
機
器
、
宇
宙
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
発
し
て
い
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
エ
ン
ジ
ニ
ア
は
、
多

く
の
命
が
か
か
っ
て
い
る
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
責
任
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
重
大
な
責
任
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術

者
は
倫
理
的
に
も
専
門
的
に
も
両
方
し
っ
か
り
と
し
た
判
断
と
意
思
決
定
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
）
61
（

」。

と
述
べ
て
い
る
。

い
た
る
と
こ
ろ
で
I
C
T
に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
ユ
ビ
キ
タ
ス
社
会
に
お
い
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
者
は
、
倫
理
的
に
も
専
門
的

に
も
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
I
C
T
の
不
可
視
性
か
ら
生
じ
る
諸
問
題
を
克
服
す
る
た
め
に
、
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
者
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
倫
理
を
育
成
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
。

I
C
T
に
携
わ
る
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
情
報
倫
理
、
特
に
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
倫
理
の
必
要
性
に
つ
い
て
、M

ichael B
ayles

は
「
プ
ロ
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フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
は
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
信
頼
を
得
る
に
値
す
る
特
別
な
責
任
を
負
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
誠
実
、
率
直
、
コ
ン
ピ
タ
ン
ス
、

勤
勉
、
忠
誠
、
思
慮
分
別
の
責
任
で
あ
る
）
62
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、G

otterban

は
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
エ
ン
ジ
ニ
ア
や
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
エ

ン
ジ
ニ
ア
チ
ー
ム
の
メ
ン
バ
ー
な
ど
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
に
と
っ
て
、
重
要
な
質
問
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
こ
の
プ
ロ

フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
な
グ
ル
ー
プ
は
、
他
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
フ
ィ
ー
ル
ド
で
働
く
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
違
う
特
別
の
倫
理
的
責
任
が
あ
る

か
？
）
63
（

」
と
い
う
問
い
か
け
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
エ
ン
ジ
ニ
ア
と
そ
の
チ
ー
ム
は
、
開
発
し
て
い
る
安
全
―
危
機
シ

ス
テ
ム
（safety-critical system

）
に
対
し
て
責
任
が
あ
る
。
そ
の
シ
ス
テ
ム
は
、

i 

善
い
こ
と
を
す
る
か
、
危
害
を
引
き
起
こ
す
か

ii 

他
人
に
、
善
い
こ
と
を
行
う
の
を
可
能
に
す
る
か
、
危
害
を
引
き
起
こ
す
の
を
可
能
に
す
る
か

iii 

他
人
に
、
善
い
こ
と
を
行
う
た
め
の
影
響
を
及
ぼ
す
か
、
危
害
を
引
き
起
こ
す
た
め
の
影
響
を
及
ぼ
す
か

と
い
う
重
要
な
機
会
が
あ
り
、
安
全
―
危
機
シ
ス
テ
ム
を
取
り
巻
く
役
割
や
責
任
は
分
化
し
た
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
る
とG

otterban

は
述
べ

て
い
る
）
64
（

。

こ
の
よ
う
に
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
エ
ン
ジ
ニ
ア
が
開
発
す
る
安
全
―
危
機
シ
ス
テ
ム
は
、
人
間
社
会
に
と
っ
て
善
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
ま

た
危
害
を
加
え
る
も
の
に
も
な
り
う
る
。

し
た
が
っ
て
、「
I
T
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
は
、
使
用
者
の
ニ
ー
ズ
と
能
力
を
理
解
し
、
こ
れ
ら
の
要
求
を
満
た
す
最
善
の
製
品
や

サ
ー
ビ
ス
を
、
決
め
ら
れ
た
予
算
と
時
間
の
中
で
提
供
す
る
責
務
が
あ
る
。
ま
た
、
I
T
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
は
、
ユ
ー
ザ
ー
に
よ
る
倫

理
的
な
行
為
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
環
境
を
浸
透
さ
せ
る
重
要
な
責
任
が
あ
る
）
65
（

」
とG

eorge

は
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
I
T
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ

ナ
ル
は
、
安
全
―
危
機
シ
ス
テ
ム
が
危
機
シ
ス
テ
ム
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
安
全
で
信
頼
の
お
け
る
シ
ス
テ
ム
開
発
を
行
い
、
使
用
者
の
状

況
を
理
解
す
る
と
と
も
に
倫
理
的
な
配
慮
を
全
う
す
る
重
要
な
責
任
が
あ
る
。

そ
の
た
め
に
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
倫
理
綱
領
（Professional C

odes of E
thics

）
が
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
の
所
属
す
る
組
織
で
求
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め
ら
れ
、
制
定
さ
れ
て
い
る
。

I
T
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
が
属
す
る
最
大
規
模
の
学
会
と
し
て
、
A
C
M
（the A

ssociation for C
om

puting M
achinery

）
や

I
E
E
E
（the Institute of E

lectrical and E
lectrical E

ngineers-C
om

puter Society

）
が
あ
る
。
両
学
会
と
も
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ

ル
倫
理
綱
領
を
定
め
て
い
る
。
I
E
E
E
は
、
一
〇
項
目
か
ら
な
る “IE

E
E

 C
ode of E

thics

（
一
九
九
〇
年
採
択
）
66
（

）” 

を
倫
理
綱
領
と
し
て

適
用
し
て
い
る
。
A
C
M
も “A

C
M

 C
ode of E

thics and Professional C
onduct

（
一
九
九
二
年
採
択
）
67
（

）” 

を
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
倫
理

綱
領
と
し
て
適
用
し
て
い
る
。
A
C
M
の
綱
領
は
「
一
般
的
な
倫
理
的
責
務
」、「
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
し
て
特
有
の
責
任
」、「
組
織

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
し
て
の
責
務
」、
そ
し
て
「
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
」
の
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
二
四
の
項
目
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
A
C
M
の
綱
領
は
、
メ
ン
バ
ー
を
、「
社
会
に
貢
献
し
、
人
間
を
幸
せ
に
し
、
他
人
に
危
害
を
与
え
ず
、
正
直
で
信
頼
で
き
、
差
別
せ

ず
、
公
平
で
、
知
的
財
産
を
尊
重
し
、
知
的
財
産
の
適
切
な
手
当
を
行
い
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
尊
重
し
、
機
密
性
を
尊
重
す
る
」
こ
と
を
促

進
す
る
）
68
（

。
さ
ら
に
、
メ
ン
バ
ー
を
、「
仕
事
の
中
で
高
品
質
に
向
け
て
努
力
し
、
仕
事
に
関
係
す
る
法
律
を
知
り
、
契
約
と
同
意
書
を
受
け

入
れ
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
使
用
と
そ
の
結
果
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
り
社
会
を
改
善
し
、
使
用
さ
れ
て
い
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
資
源
に
ア
ク
セ

ス
す
る
の
は
権
限
が
与
え
ら
れ
た
と
き
の
み
に
行
う
）
69
（

」
こ
と
な
ど
を
促
進
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
て
い
る
。

歴
史
的
に
は
、
A
C
M
や
I
E
E
E
な
ど
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
団
体
で
は
、「
倫
理
綱
領
（C

odes of E
thics

）
を
専
門
家
と
し
て

の
ス
テ
ー
タ
ス
と
し
て
、
ま
た
学
会
の
会
員
を
規
制
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
公
に
対
し
て
自
己
規
制
す
る
権
利
が
あ
る
こ
と
を
確
信
さ
せ

る
た
め
の
手
段
と
し
て
み
な
し
て
い
た
。
自
己
規
制
は
会
員
の
非
倫
理
的
な
行
為
を
防
止
す
る
こ
と
に
依
存
し
、
倫
理
検
討
委
員
会
も
加
わ

り
、
綱
領
は
非
倫
理
的
な
行
為
へ
の
解
決
策
と
み
な
さ
れ
た
。
倫
理
綱
領
は
可
能
性
あ
る
違
反
行
為
や
違
反
の
処
罰
を
列
挙
す
る
傾
向
に

あ
っ
た
）
70
（

」。
A
C
M
の
最
初
の
綱
領
は
一
九
七
二
年
に
「the C

ode of  Professional C
onduct

（
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
行
為
綱
領
）」
と

し
て
採
択
さ
れ
た
。
そ
の
後
一
九
九
二
年
に
「
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
倫
理
綱
領
」
が
新
た
に
採
択
さ
れ
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
倫
理
と

し
て
新
た
な
方
向
に
動
い
て
き
て
い
る
。
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と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
倫
理
綱
領
の
実
施
可
能
性
、
期
待
効
果
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

ム
ー
ア
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
「
論
理
的
順
応
性
（“logically m

alleabl

）
71
（e ”

）」
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
、
イ
ン
プ
ッ

ト
、
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
、
そ
し
て
論
理
的
作
用
に
接
続
す
る
こ
と
で
特
徴
づ
け
ら
れ
る
、
い
か
な
る
作
業
に
対
し
て
も
適
合
し
、
形
成
さ
れ
る

論
理
的
順
応
性
が
あ
る
）
72
（

」。
こ
の
こ
と
は
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
革
命
的
に
す
る
）
73
（

」。
し
た
が
っ
て
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
は
、
社
会
で
価
値

あ
る
い
か
な
る
も
の
も
保
護
さ
れ
前
進
（
あ
る
い
は
損
害
や
破
壊
）
す
る
た
め
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
）
74
（

」。
I
T
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル

は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
論
理
的
順
応
性
に
よ
っ
て
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
関
わ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術

者
は
、
医
者
や
弁
護
士
の
よ
う
に
ラ
イ
セ
ン
ス
を
必
要
と
し
て
い
な
い
。
A
C
M
や
I
E
E
E
な
ど
の
公
的
組
織
の
行
動
規
範
は
あ
る
が
、

I
T
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
は
そ
れ
に
強
く
束
縛
さ
れ
て
い
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
そ
し
て
、
I
T
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
は
A
C
M

や
I
E
E
E
な
ど
の
公
的
組
織
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
行
動
規
範
に
た
と
え
違
反
し
よ
う
が
、
自
分
の
職
務
を
続
け
て
い
く
こ
と
が
で
き

て
し
ま
う
と
い
う
現
実
が
あ
る
。G

otterbarn
に
よ
れ
ば
、「
よ
り
強
力
な
基
準
」
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
）
75
（

。

ム
ー
ア
の
指
摘
通
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
論
理
的
順
応
性
が
あ
る
た
め
に
、
力
強
く
革
新
的
で
あ
る
。

「
人
々
は
い
ま
だ
か
つ
て
行
っ
た
こ
と
が
な
い
、
新
し
い
こ
と
を
行
う
機
会
を
創
出
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
行
う
べ
き
か
ど
う
か
を

考
え
る
と
き
に
、
既
存
の
行
動
規
範
が
適
用
す
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
が
わ
い
て
く
る
。
そ
の
ま
ま
適
用
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
既
存

の
行
動
規
範
を
用
い
れ
ば
よ
い
が
、
も
し
適
用
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
新
し
い
倫
理
的
行
動
規
範
を
考
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
）
76
（

」。Terrel

は
、
こ
の
段
階
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
倫
理
を
実
施
す
る
過
程
に
お
い
て
と
て
も
重
要
で
あ
る
と
指
摘
し
、
以
下
の
四
つ
の
重
要

な
点
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
）
77
（

。

1 

「
行
動
規
範
の
指
針
は
何
か
」
あ
る
い
は
「
行
動
手
引
の
指
針
は
何
か
」。

2 

質
問
の
状
況
を
適
切
に
カ
バ
ー
す
る
指
針
が
あ
る
か
ど
う
か
を
、
ど
の
よ
う
に
決
定
す
る
の
か
。

3 

既
存
の
指
針
で
は
解
決
で
き
な
い
、
新
し
い
状
況
を
扱
う
と
き
に
、
ど
の
よ
う
に
新
し
い
指
針
を
公
式
化
す
る
の
か
。
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4 

新
し
く
公
式
化
さ
れ
た
指
針
を
ど
の
よ
う
に
倫
理
的
に
正
当
化
す
る
の
か
。

I
T
企
業
に
お
け
る
情
報
倫
理
の
必
要
性
、
特
に
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
倫
理
は
社
会
へ
の
責
任
と
し
て
必
要
条
件
で
あ
る
。
プ
ロ

フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
倫
理
が
、
組
織
で
採
択
さ
れ
た
既
存
の
倫
理
規
程
を
遵
守
し
て
い
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
I
C
T
の
急
速

な
進
展
に
よ
り
、
状
況
が
変
化
し
行
動
規
範
を
見
直
し
て
い
く
必
要
が
生
じ
て
く
る
可
能
性
が
今
後
も
十
分
に
あ
る
。
ま
た
、
目
先
の
変
化

に
と
ら
わ
れ
て
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
倫
理
が
ポ
リ
シ
ー
の
真
空
状
態
（policy Vacuum

）
に
な
ら
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

D
on G

otterbarn

は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
倫
理
の
最
も
重
要
な
焦
点
は
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
の
責
任
の
問
題
で
あ
る
べ
き
だ
と
述

べ
て
い
る
）
78
（

。
そ
し
て
、
行
為
綱
領
（C

ode of C
onduct

）
が
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
の
態
度
や
行
為
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

G
otterbarn

は
、
倫
理
綱
領
は
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
し
て
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
記
述
や
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
や
目
的
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
の

で
、「
人
生
設
計
書
（aspirational

）」
と
し
て
の
倫
理
綱
領
（C

ode of E
thics

）
を
描
い
て
い
る
）
79
（

。

I
T
企
業
に
お
い
て
、
情
報
倫
理
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
倫
理
、
と
り
わ
け
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
倫
理
は
I
T
企
業
の
C
S
R
を
推
進
し

て
い
く
上
で
重
要
で
あ
る
が
、
情
報
倫
理
を
C
S
R
戦
略
の
中
に
重
要
課
題
と
し
て
組
み
込
ん
で
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
プ
ロ
フ
ェ
ッ

シ
ョ
ナ
ル
倫
理
綱
領
も
絶
え
ず
、
時
代
を
反
映
し
た
も
の
に
見
直
さ
れ
、
ポ
リ
シ
ー
を
持
っ
た
実
効
性
を
も
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

8
．
お
わ
り
に

グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
中
で
欧
州
で
は
、
持
続
可
能
な
発
展
の
た
め
に
C
S
R
は
企
業
経
営
の
最
優
先
課
題
と
い
う
認
識
が
強
い
。
中
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で
も
C
S
R
の
取
組
が
先
進
的
な
英
国
で
は
、
C
S
R
を
国
家
の
方
針
と
し
て
打
ち
出
す
な
ど
、
積
極
的
な
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。

株
主
・
投
資
家
、
消
費
者
・
顧
客
、
地
域
社
会
、
従
業
員
、
取
引
先
等
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
か
ら
信
頼
さ
れ
、
社
会
的
責
任
あ
る
企
業
と

な
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
経
営
に
お
い
て
C
S
R
戦
略
が
ま
す
ま
す
重
要
と
な
っ
て
く
る
。

I
T
企
業
の
C
S
R
は
、
自
社
の
I
C
T
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
社
会
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
貢
献
を
行
う
と
い
う
明
確
な

C
S
R
戦
略
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
が
最
も
重
要
で
あ
る
。
そ
の
際
、
い
か
に
社
会
に
と
っ
て
善
い
か
と
い
う
判
断
基
準
が
大
切
で
あ
り
、

そ
こ
に
I
T
企
業
に
お
け
る
情
報
倫
理
の
必
要
性
が
あ
る
。
そ
し
て
、
I
C
T
を
開
発
す
る
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
倫
理

が
求
め
ら
れ
る
。

筆
者
は
英
国
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
お
い
て
二
〇
〇
九
年
四
月
二
一
日
〜
二
五
日
ま
で
実
施
さ
れ
た
A
C
C
U
主
催
の
A
C
C
U

二
〇
〇
九
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
に
参
加
し
た
。
欧
州
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
や
S
E
が
集
ま
り
交
流
の
場
を
持
っ
た
。
コ
ン
フ
ァ

レ
ン
ス
で
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
や
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
開
発
を
中
心
と
し
て
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
や
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
な
ど
の
テ
ー
マ
も
含
め
て
報
告
が
あ
っ
た
が
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
倫
理
に
関
す
る
テ
ー
マ
は
な
か
っ
た
。
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
期

間
中
に
何
人
か
の
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
や
S
E
に
意
見
を
聞
い
た
が
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
倫
理
に
対
す
る
関
心
の
薄
さ
を
感
じ
た
次
第
で
あ

る
。
一
部
の
大
手
企
業
を
除
い
て
、
少
人
数
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
で
は
、
情
報
倫
理
面
で
の
教
育
や
施
策
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な

い
の
が
実
情
で
あ
る
。
た
だ
し
、
彼
ら
は
I
T
技
術
者
と
し
て
自
分
た
ち
の
職
業
に
対
し
て
プ
ラ
イ
ド
を
持
っ
て
お
り
、
急
速
に
変
化
し

て
い
く
I
C
T
環
境
の
中
で
、
新
し
い
ソ
フ
ト
や
シ
ス
テ
ム
を
創
造
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
危
機
意
識
を
強
く
持
っ
て
い

る
。
そ
の
た
め
に
も
新
し
い
発
想
で
、
ア
イ
デ
ア
を
出
し
て
い
く
と
い
う
企
画
が
ま
す
ま
す
重
要
視
さ
れ
て
き
て
い
る
。
た
だ
、
自
社
で
企

画
開
発
し
、
仕
様
を
決
め
て
、
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
作
業
は
海
外
に
委
託
す
る
と
い
う
昨
今
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
オ
フ
シ
ョ
ア
開
発
（
ア
ウ
ト
ソ
ー

シ
ン
グ
）
に
つ
い
て
、
何
人
か
の
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
や
S
E
に
意
見
を
聞
い
た
が
、
個
人
的
な
見
解
と
し
て
品
質
面
や
技
術
の
流
出
、
新
規

開
発
、
雇
用
の
面
か
ら
否
定
的
・
保
守
的
な
意
見
が
多
か
っ
た
。
オ
フ
シ
ョ
ア
開
発
は
品
質
面
が
き
ち
ん
と
保
障
さ
れ
れ
ば
、
ア
ジ
ア
地
域
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で
の
雇
用
の
創
出
や
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
な
ど
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
意
味
で
C
S
R
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
少
人
数
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
ハ
ウ
ス
に
お
い
て
は
、
自
社
で
の
技
術
の
蓄
積
と
品
質
向
上
が
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
に
反
映
さ
れ
、
自
社
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
通
し
て
の

C
S
R
の
展
開
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。
I
T
企
業
の
C
S
R
は
、
ま
ず
最
優
先
的
に
自
社
の
技
術
を
持
っ
て
社
会
に
貢
献
す
る
こ
と
が

第
一
義
で
あ
る
。
そ
し
て
、
I
C
T
に
よ
る
安
全
な
社
会
を
保
障
す
る
た
め
に
セ
キ
ュ
リ
テ
イ
保
障
体
制
の
構
築
、
さ
ら
に
、
I
C
T
に

よ
っ
て
生
じ
る
デ
ジ
タ
ル
デ
バ
イ
ド
の
解
消
に
向
け
て
の
責
任
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
も
、
I
C
T
の
提

供
側
に
立
っ
て
い
る
I
T
企
業
に
お
い
て
、
企
業
倫
理
さ
ら
に
情
報
倫
理
の
構
築
が
最
優
先
課
題
で
あ
る
。
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社
会
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責
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ケ
テ
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ン
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四
頁

（
23
） C

orporate Social R
esponsibility, D

oing the M
ost G

ood for Your C
om

pany and Your C
ause, p.3

（
24
） 『
社
会
的
責
任
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
』
四
頁

尚
、
企
業
の
取
組
と
し
て
支
援
さ
れ
て
い
る
社
会
的
コ
ー
ズ
と
し
て
、
コ
ト
ラ
ー
は
次
の
よ
う
な
も
の
を
挙
げ
て
い
る
。
①com

m
unity 

health

（
地
域
社
会
の
健
康
―
エ
イ
ズ
撲
滅
、
乳
が
ん
の
早
期
発
見
、
時
宜
を
得
た
予
防
接
種
）
②safety

（
安
全
―
飲
酒
運
転
撲
滅
の
た
め
の

指
定
ド
ラ
イ
バ
ー
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
犯
罪
防
止
、
自
動
車
安
全
装
置
の
使
用
促
進
）
③education

（
教
育
―
識
字
教
育
、
学
校
で
の
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
教
育
、
教
育
に
関
す
る
特
殊
ニ
ー
ズ
）
④em

ploym
ent

（
雇
用
―
職
業
訓
練
、
雇
用
慣
行
の
問
題
、
工
場
立
地
）
⑤environm

ent

（
環
境
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―
リ
サ
イ
ク
ル
、
有
害
化
学
物
質
の
廃
絶
、
過
剰
包
装
の
抑
制
）
⑥com

m
unity and econom

ic developm
ent

（
地
域
社
会
と
経
済
発
展
―

低
利
子
住
宅
ロ
ー
ン
）
⑦other basic hum

an beeeds and desires

（
そ
の
他
、
人
間
の
基
本
的
生
活
や
欲
求
―
飢
餓
、
ホ
ー
ム
レ
ス
、
動
物

の
権
利
、
平
等
な
選
挙
権
、
差
別
廃
止
に
向
け
た
試
み
）（『
社
会
的
責
任
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
』
五
頁
）

（
25
） C

orporate Social R
esponsibility,  D

oing the M
ost G

ood for Your C
om

pany and Your C
ause, p.3

（
26
） 

そ
の
ほ
か
、
C
S
R
の
様
々
な
定
義
を
以
下
に
示
し
て
お
く
。

①
水
尾
順
一
の
定
義

C
S
R
と
は
「
企
業
組
織
と
社
会
の
健
全
な
成
長
を
保
護
し
、
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
不
祥
事
の
発
生
を
未
然
に
防
ぐ
と
と
も
に
、

社
会
に
積
極
的
に
貢
献
し
て
い
く
た
め
に
企
業
の
内
外
に
働
き
か
け
る
制
度
的
義
務
と
責
任
」（『
C
S
R
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト　

ス
テ
ー
ク
ホ
ル

ダ
ー
の
共
生
と
企
業
の
社
会
的
責
任
』
二
〇
〇
四
年
、
五
頁
）

②
谷
本
寛
治
の
定
義
（
二
〇
〇
四
）

「
企
業
活
動
の
プ
ロ
セ
ス
に
社
会
的
公
正
性
や
環
境
へ
の
配
慮
な
ど
を
組
み
込
み
、
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
（
株
主
、
従
業
員
、
顧
客
、
環
境
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
な
ど
）
に
対
し
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
。
そ
の
結
果
、
経
済
的
・
社
会
的
・
環
境
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
の
向
上
を
目
指
す
こ
と
」（『
C
S
R
経
営　

企
業
の
社
会
的
責
任
と
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
』
二
〇
〇
四
年
、
五
頁
）

③ 

谷
本
寛
治
の
定
義
（
二
〇
〇
六
）

「
企
業
活
動
の
プ
ロ
セ
ス
に
社
会
的
公
正
性
や
倫
理
性
、
環
境
や
人
権
へ
の
配
慮
を
組
み
込
み
、
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
対
し
て
ア
カ
ウ
ン
タ

ビ
リ
テ
ィ
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
」（『
C
S
R　

企
業
と
社
会
を
考
え
る
』
二
〇
〇
六
年
、
五
八
頁
）

④ “T
he firm

’s consideration of, and response to, issues beyond the narrow
 econom

ic, technical and legal requirem
ents of the 

firm
 to accom

plish social benefits along w
ith the traditional econom

ic gains w
hich the firm

 seeks. ”

（D
avis, 1973

）

⑤ “E
ncom

passing the econom
ic, legal, ethical and discretionary expectations that society has of organizations at a given point 

in tim
e. ”

（C
arroll, 1979

）

⑥ “C
orporate social responsibility encom
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